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第１章 平成２６事業年度の概況

はじめに

農水産業協同組合貯金保険機構（以下「機構」という。）は、「農水産業協同組合

が貯金等の払戻しを停止した場合等に必要な保険金等の支払いと貯金等債権の買取

りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に関し、合併等に対する適切な資金援助、

管理人による管理及び金融危機に対応するための措置等により、貯金者等の保護及び

資金決済の確保を図り、もって信用秩序の維持に資する。」ことを使命としている。

農水産業協同組合においては、平成１５年以降組合の破綻は発生していないものの、

厳しい経営環境が続いている。

また、東日本大震災の発生により、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等によ

る信用事業の再編及び強化に関する法律（以下「再編強化法」という。）、株式会社

東日本大震災事業者再生支援機構法（以下「事業者再生支援機構法」という。）に係

る業務への適切な対応が求められている。

機構としては、このような情勢を踏まえ、貯金者保護と信用秩序維持のためのセー

フティネット機能を維持、向上させるため、中期業務目標（平成２５事業年度～平成

２７事業年度）及び各事業年度の業務運営方針に掲げた課題に取り組んでいる。

平成２６事業年度においては、定額保護下における破綻処理に適切に対応するため

の態勢整備に向け、行政庁の担当者を対象とした貯金保険制度説明会及び各県の系統

職員を対象とした管理人制度等実務研修会を開催するとともに、シミュレーションテ

ストについては、破綻処理システムの稼働・運用状況等の確認を目的に、農協系統及

び漁協系統に対して実施した。

また、貯金者データの整備向上を図るため、３８農協に対して立入検査を実施する

とともに、データ検証システムを活用した検証事業を１７農協、７信漁連に対して実

施した。さらに、信連・組合担当者等を対象に貯金者データ整備説明会を８回開催し

た。

このほか、外部委託により運用している破綻処理システムを自主運用することとし、

破綻処理システムを汎用機からサーバー用に移行した。

東日本大震災への対応については、被災地域を金融面から支援するため、再編強化

法に基づき震災特例組合である８農協及び１漁協の優先出資を取得し、事業者再生支

援機構法に基づき（株）東日本大震災事業者再生支援機構に出資していることから、

震災特例組合の経営動向や事業者再生支援の状況等の把握に努めた。
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また、毎年度の保険料収入については、有事の際の支出に備える責任準備金として

積み立てており、引き続きその安全かつ効率的な運用・管理を行うとともに、簡素な

組織の維持により事務的経費の縮減に努めている。
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Ⅰ．貯金保険機構の業務概要

１．保険料の徴収

平成２６事業年度の保険料の納付組合数及び金額は、農協が 708 組合、12,816 百万円、

漁協が 121 組合、118 百万円、信農連が 35 連合会、353 百万円、信漁連が 30 連合会、

215 百万円、農林中金が 123 百万円、合計 895 組合、13,626 百万円であった。（P50(資

料 9）「平成２６事業年度保険料（都道府県別）」参照）

前事業年度と比較すると、平成２６事業年度においては、保険対象貯金の増加により、

保険料は合計 265 百万円の増加となった。なお、納付組合数は、農協及び漁協の合併等

により合計 20組合の減少となった。

２．貯金保険業務関連

(1) 組合の破綻処理

平成１５事業年度以降、組合の破綻は生じていない。このため、平成２６事業年度

においては破綻処理に伴う資金援助の実行はなかったが、これまでの資金援助実施の

対象となった破綻組合の累計は、平成２６事業年度末現在で３２件（農協２６件、漁

協６件）、金銭贈与 939.6 億円、資産の買取り 88.6 億円、債務の保証 62.9億円、貸

付金等 27.7 億円となっている。（P34（資料 4）「資金援助実績一覧」参照）

(2) 買取り資産の回収等

機構は、破綻組合から買い取った資産（債権及び不動産）について、その回収等を

協定債権回収会社である（株）整理回収機構及び系統債権管理回収機構（株）に委託

することとしているが、保有資産の全てを回収し、過去の買取り資産の回収は終了し

ている。

なお、平成２６事業年度は、組合の破綻処理がなかったことから新規買取りの発生

はなかった。

(3) 定額保護下における破綻処理方式の検討

貯金等の保護については、平成１４事業年度から定期貯金等が定額保護に移行した

ことに伴い、機構では、平成１５事業年度に構築した定額保護下での破綻処理スキー

ム等について、円滑な運用ができるよう検討を重ねてきた。

このスキームは、資金援助方式を基本としているが、破綻処理は倒産法制を活用し

て行われることとなる。（P15「５．組合の破綻処理 (1)定額保護下における破綻処理

方式」参照）
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３．立入検査

機構は、平成２６事業年度においては、農水産業協同組合貯金保険法（以下「貯金保

険法」という。）第１１７条第６項第２号の立入検査を農協３８組合に対して実施した。

（P44（資料 6）「立入検査の実施状況」参照）

４．貯金者データ検証事業

機構は、平成２６事業年度においては、名寄せを行う際に使用するシステムを活用し、

貯金保険法第５７条の２第４項に規定する組合の貯金等に関するデータベースの整備

に資することを目的に、２４組合（１７農協、７信漁連）の貯金者データの整備状況の

検証を実施した。（P46（資料 7）「貯金者データ検証事業の実施状況」参照）

５．破綻処理に関する機構システムの整備（最適化）・シミュレーションテスト

機構は、迅速かつ円滑な組合の破綻処理の実施を確保するため、継続的にシステム整

備に取り組んでいる。平成２６事業年度においては、外部委託により運用している破綻

処理システムを自主運用することとし、破綻処理システムを汎用機からサーバー用に移

行した。また、災害対策、情報セキュリティ対策のため、名寄せシステム等を格納した

サーバーを機構外部に構築したデータセンター内に設置した。

シミュレーションテストについては、破綻処理システムの稼働・運用状況等の確認を

目的に、農協系統のテストを引き続き実施するとともに、漁協系統についても実施した。

６．貯金保険制度説明会の開催

機構は、定額保護下における破綻処理スキーム等について各都道府県の行政担当者及

び系統団体担当者の理解を深めるため、貯金保険制度説明会を実施している。

平成２６事業年度においては、平成２６年１２月１２日に２４都府県の組合指導担当

者及び農水省・農政局・水産庁の関係者に対し、組合破綻時における破綻処理スキーム

の概要、司法・行政手続及び貯金者データ整備・立入検査関係等の説明会を開催した。

７．管理人制度等実務研修会の開催

機構が想定する民事再生法を活用した組合の破綻処理においては、平常時にはない付

保・非付保混在貯金の分割、貯金者からの相殺及び概算払等の具体的な実務処理を民事

再生法等の制約の中で円滑に実施することが必要とされている。

このため、機構では、組合破綻時にこれらの実務処理を担う管理人団を構成すること

が予定される系統団体職員等を対象に、管理人制度等実務研修会を実施している。

平成２６事業年度においては、平成２６年９月２５・２６日に１５県（農協系統）及

び１８県（漁協系統）の系統団体職員等を対象に本研修会を開催した。
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８．貯金者データ整備説明会の開催

機構では、平成２６事業年度において、各組合における貯金者データ整備に関する理

解を深め、その改善を図るため、信農連等からの要請に基づく貯金者データ整備説明会

を、信連・組合担当者等を対象に８回開催した。

９．広報・調査研究活動

(1) 広報、情報公開等

機構は、貯金保険制度が広く貯金者等に理解されることが重要であるとの認識のも

と、ポスター・リーフレット及びホームページ等を活用した広報活動を行っている。

平成２６事業年度においては、新たにパンフレットを作成し、信農連等に配布する

とともに、貯金保険制度に関する新聞広告を２回（農漁協系統各１回）実施した。

(2) 貯金保険制度の調査研究の実施

今後の貯金保険制度の検討に資するため、平成２６事業年度においては、台湾の預

金保険制度等に関する資料の収集、翻訳を行うとともに、台湾の預金保険公社（ＣＤ

ＩＣ）を訪問し、責任準備金の目標額や保険料率の設定の手法等を中心に調査を実施

した。

１０．震災特例業務

機構は、系統団体が主催する会議に出席し、再編強化法に基づき資本増強を実施した

被災農協・漁協（P33（資料 3）「再編強化法に基づく優先出資の実績」参照）の信用事

業強化計画の履行状況の把握に努めた。

１１．東日本大震災事業者再生支援業務

機構は、東日本大震災事業者再生支援機構の出資者として株主総会に出席し、決算状

況を把握するとともに、事業者への支援状況の把握に努めた。

Ⅱ．運営委員会

１．運営委員会等の開催

平成２６事業年度において、次のとおり運営委員会を２回開催した。

(1) 第 1回は、平成２６年６月１８日に｢平成２５事業年度農水産業協同組合貯金保険機構

決算について｣を議題として開催した。提出議案については、原案どおり議決された。

(2) 第 2回は、平成２７年３月２４日に「平成２７事業年度農水産業協同組合貯金保険機

構予算について」を議題として開催した。提出議案については、原案どおり議決された。

(3) このほか、運営委員会懇談会を上記運営委員会に引き続き開催するとともに、１０月
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に別途１回開催した。

２．運営委員会委員の異動

運営委員会委員の異動については、全員が平成２６年８月３１日付けで任期満了とな

り、翌９月１日付けで新たに太田実委員、茂野隆一委員、髙桑光雄委員が任命されたほ

か、奥和登委員、古関和則委員、小松勉委員、佐藤正典委員が再任された。

Ⅲ．損益の状況

１．一般勘定

平成２６事業年度における一般勘定の収益は、保険料収入 13,626 百万円、資産運用収

入 4,227 百万円など、総額 17,854 百万円となった。

一方、費用総額は、一般管理費 663 百万円となった。

この結果、収益総額が費用総額を 17,190 百万円上回り、これを全額責任準備金に繰り

入れたことから、平成２６事業年度末における一般勘定の責任準備金の額は、366,222

百万円となった。

２．震災特例勘定

平成２６事業年度の震災特例勘定の収益は、優先出資金の配当金 106,089 千円、預金

利息 21千円の総額 106,110 千円となった。

一方、費用総額は借入金利息 106,110 千円となった。

３．東日本大震災事業者再生支援勘定

平成２６事業年度における東日本大震災事業者再生支援勘定の収益は、事業外収益と

して預金利息 1,197 円となった。

一方、費用は一般管理費 60,050 円となった。

この結果、費用総額が収益総額を上回り、当期損失金 58,853 円となった。
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（第１表）

平成２６事業年度 損 益

一 般 勘 定 (単位:百万円）
項 目 金 額

保 険 料 収 入 13,626
資 産 運 用 収 入 4,227
そ の 他 0

収 益 計 17,854
一 般 管 理 費 663

費 用 計 663
責任準備金繰入 17,190

26 事業年度末責任準備金残高 366,222

(注）各計数は、単位未満切捨て。

（第２表）
一 般 勘 定

貸 借 対 照 表
（平成 27年 3月 31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負債及び純資産の部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 366,565,177 流 動 負 債 4,451

現金・預金 14,781,426 未 払 金 3,105

有 価 証 券 351,388,213 預 り 金 1,346

仮 払 金 1,132

前 払 費 用 5,938 固 定 負 債 366,313,651

未 収 収 益 388,467 責 任 準 備 金 366,222,915

未 収 金 0 退職給与引当金 90,736

固 定 資 産 52,925 (負債合計） 366,318,103

有形固定資産 7,186

建 物 6,189 資 本 金 300,000

工具・器具・備品 997 政 府 出 資 金 75,000

投資その他の資産 45,738 日本銀行出資金 75,000

敷金・保証金 45,738 民 間 出 資 金 150,000

(純資産合計） 300,000

資産合計 366,618,103 負債・純資産合計 366,618,103

（注）各計数は、単位未満切捨て。
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損 益 計 算 書

（平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31 日まで）

（単位：千円）

費 用 の 部 収 益 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

経 常 費 用 17,854,212 経 常 収 益 17,854,212
一般管理費 663,394 保険料収入

一般管理費 652,545 保険料 13,626,512
退職給与引当金繰入 9,266 資産運用収入 4,227,056
減価償却費 1,583 事業外収益 643

責任準備金繰入 17,190,817

当 期 利 益 金 0

合 計 17,854,212 合 計 17,854,212

（注）各計数は、単位未満切捨て。

○重要な会計方針等

１．有価証券の評価は、総平均法による原価法。

２．有形固定資産の償却は定額法。減価償却累計額 21,967 千円。

３．貸倒引当金は、破産、民事再生等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者に係る債権について、債権額から担保の処分可

能見込額及び保証による回収見込額等を控除し、その残額を計上。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら

れる債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回

収見込額等を控除し、その残額のうち債務者の支払能力を総合的に判断し、必要と認め

る額を計上。

上記以外の債権については、合理的と認める貸倒率に基づき計上。

ただし、上記に該当する債権が当年度末には存在しないことから、計上せず。

４．退職給与引当金は、役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上。

５．責任準備金は、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第１５条第１項に基づき保険料、

受取利息等の収益の合計額から保険金、資金援助費用、その他の費用の合計額を控除し

た金額を積立。

６．消費税の会計処理方法は税込方式。
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震災特例勘定

貸 借 対 照 表
（平成 27年 3月 31 日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負債及び純資産の部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 － 流 動 負 債 47,876,000

長期借入金(１年以内の返済) 47,876,000
固 定 資 産 47,876,000

投資その他の資産 固 定 負 債 －
優先出資 47,876,000

(負債合計） 47,876,000

剰 余 金
利益余剰金 －

(純資産合計） 0

資産合計 47,876,000 負債・純資産合計 47,876,000

（注）各計数は、単位未満切捨て。

損 益 計 算 書

（平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31 日まで）

（単位：千円）

費 用 の 部 収 益 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

経常費用 106,110 経常収益 106,110
事業外費用 優先出資配当金 106,089

借入金利息 106,110 事業外収益 21

当期利益金 0
合 計 106,110 合 計 106,110

（注）各計数は、単位未満切捨て。

○重要な会計方針等

１.有価証券の評価は、総平均法による原価法。

２.消費税の会計処理方法は税込方式。
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東日本大震災事業者再生支援勘定

貸 借 対 照 表
（平成 27年 3月 31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負債及び純資産の部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 5,877 流 動 負 債 －
現金・預金 5,877

固 定 資 産 1,314,000
固 定 負 債 －

投資その他の資産 (負債合計） －
東日本大震災事業者再生
支援機構株式 1,314,000

資 本 金 1,320,000
政 府 出 資 金 1,320,000

欠 損 金
繰越欠損金

△122
△63

当期未処理損失 △58

(純資産合計） 1,319,877

資産合計 1,319,877 負債・純資産合計 1,319,877
（注）各計数は、単位未満切捨て。

損 益 計 算 書

（平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31 日まで）

（単位：千円）

費 用 の 部 収 益 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

経 常 費 用 60 経 常 収 益 1
一般管理費 60 事業外収益 1

当 期 利 益 金 1 当 期 損 失 金 58
合 計 60 合 計 60

（注）各計数は、単位未満切捨て。

○重要な会計方針等

１.有価証券の評価は、総平均法による原価法。

２.消費税の会計処理方法は税込方式。
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第２章 貯金保険制度及び貯金保険機構の概要

Ⅰ．貯金保険制度の趣旨

貯金保険制度は、信用事業を行っている組合（農協、漁協、水産加工協、信農連、信漁連、

水産加工連、農林中金をいう。）に万一経営破綻が生じた場合、その貯金者に対し、機構が

保険金の支払いと貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難組合（主として信用事業に起因

して経営が困難となった組合に限る。）に係る合併等に対する適切な資金援助、管理人によ

る管理及び金融危機に対応するための措置等により、貯金者の保護と信用秩序の維持に資す

ることを目的としている。

なお、この貯金保険制度の根拠法令等は次のとおりである。

・農水産業協同組合貯金保険法（昭和４８年７月１６日法律第５３号）

・農水産業協同組合貯金保険法施行令（昭和４８年７月１６日政令第２０１号）

・農水産業協同組合貯金保険法施行規則（昭和４８年７月１６日大蔵省令・農林省令

第１号）

・農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律（平成１２年５月３１日法律第

９５号）

・農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令（平成１３年２月１５日

政令第３２号）

Ⅱ．貯金保険制度の概要

１．対象組合

この制度の対象となる組合は、次のとおりである。これらの組合が対象貯金等を受け

入れた時点で、機構、組合及び貯金者の間で自動的に保険関係が成立することとなる。

・農業協同組合（信用事業を行う組合に限る。）

・信用農業協同組合連合会

・漁業協同組合（信用事業を行う組合に限る。）

・信用漁業協同組合連合会

・水産加工業協同組合（信用事業を行う組合に限る。）

・水産加工業協同組合連合会（信用事業を行う連合会に限る。）

・農林中央金庫

（注）銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用金庫、

信用協同組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連

合会、商工組合中央金庫は「預金保険制度」に加入。証券会社は「投資者保護基

金」、生命・損害保険会社は「保険契約者保護機構」に加入。
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２．対象貯金等

貯金保険の対象となる貯金等の範囲は、次のとおりである。

・貯金

・定期積金

・元本補てん契約のある金銭信託（貸付信託を含む。）

・農林債（保護預り専用商品に限る。）

・確定拠出年金の積立金の運用に係る貯金等

ただし、次の貯金等は対象から除外される。

・外貨貯金

・譲渡性貯金

・特別国際金融取引勘定において経理された貯金（いわゆるオフショア貯金）

・日本銀行からの貯金（国庫金を除く。）

・対象組合その他の金融機関からの貯金（確定拠出年金の積立金の運用に係る貯金

等を除く。）

・機構からの貯金

・無記名貯金

・元本補てん契約のない金銭信託

・農林債（保護預り専用商品を除く。）

・他人（仮設人を含む。）名義貯金

・導入貯金

３．貯金保険制度による保護の範囲

（1）貯金等の保護

組合が破綻したときに保護される貯金等（付保貯金）の額は、平成１４年１２月の貯

金保険法の改正により、平成１７年４月以降は、保険の対象となる貯金等のうち、決済

用貯金（無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という３要件を満たす貯

金をいう。）に該当するものは全額保護（恒久措置）となり、それ以外の貯金等（一般

貯金等）については１組合ごとに貯金者１人当たり元本1,000万円までとその利息等が保

護される。

保険の対象となる貯金等のうち決済用貯金以外の貯金等で元本1,000万円を超える部

分及び保険対象外の貯金等並びにこれらの利息等については、破綻組合の財産の状況に

応じて支払われるため、一部カットされることがある。



－ －13

（注1）「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３要件を満たすものをいう。

（注2）定期積金の給付補てん金も利息と同様保護される。

（2）決済債務の保護

平成１４年１２月の貯金保険法の改正により、平成１５年４月以降、決済債務が全額保

護されることとなった。

決済債務とは、組合が行う資金決済に係る取引（為替取引、手形交換所において決済を

することができる手形、小切手等の提示に基づき行われる取引、組合が自己宛に振り出し

た小切手に係る取引）に関し組合が負担する債務であり、例えば、組合が破綻前に顧客か

ら振込みの依頼は受けているものの、顧客から受け入れた資金が振込先へ移動していない

取引に係る債務がこれに該当する。

（注）組合自身や金融業を営む者（※参照）の委託に起因する取引による債務は､原則とし

て決済債務に該当しない。ただし、組合が業として行う取引に関する債務でない場合

等は､決済債務に該当する。

なお、決済債務のうち決済用貯金として経理されていないものを「特定決済債務」

という。例えば、決済債務のうち、組合貯金や仮受金等として経理されているものが、

これに該当する。

（※）金融業を営む者

農水産業協同組合、銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、

信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金

庫連合会、商工組合中央金庫

貯
金
保
険
の
対
象
貯
金
等

決
済
用
貯
金

当座貯金

無利息普通貯金 等
全 額 保 護

（注 1）

一
般
貯
金
等

有利息普通貯金・定期貯金
・貯蓄貯金・通知貯金・定
期積金・農林債（リツノー
ワイド等の保護預り専門
商品）等

合算して元本1,000万円までとその利息等（注2）を保護

1,000万円を超える部分は破綻組合の財産の状況に応じて
支払い （一部カットされることがある。）

貯
金
保
険
の

対
象
外
貯
金
等

外貨貯金・譲渡性貯金・農林債
（ワリノー、リツノーの保護預
り専用商品以外の商品）等

保護対象外

破綻組合の財産の状況に応じて支払い
（一部カットされることがある。）
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４．保険料

（1）保険料の納付

貯金保険対象組合は、毎年、その年の６月３０日までに機構に保険料を納付することが

義務付けられている。保険料は、機構が行う資金援助や保険金支払いの業務の原資となる

ものである。

なお、機構は、保険料の受入れ事務を信農連、信漁連及び農林中金に委託して行ってい

る。

（2）保険料の額

保険料は、前年度の貯金保険対象貯金等の残高（平成１４事業年度から、それまでの前

年度末日の残高から前年度各営業日の残高の平均に移行）に保険料率を乗じた額である。

（3）保険料率の決定

保険料率は、運営委員会の議決を経た上で、主務大臣（農林水産大臣、財務大臣及び金

融庁長官（内閣総理大臣による法定委任）をいう。）の認可を受けて決定し、公告するこ

とになっている。

（4）保険料率の推移

現在適用されている保険料率は、決済用貯金が 0.018％、一般貯金等は 0.014％であり、

平成 22事業年度から同水準で推移している。

なお、過去の保険料率については、表のとおりとなっている。
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保 険 料

一般保険料 特別保険料(注1)

昭和48事業年度(制度発足時)～ 0.006％ －

昭和61事業年度 0.010％ －

昭和62事業年度 0.011％ －

昭和63事業年度～ 0.012％ －

平成８事業年度～ 0.018％ 0.012％

平成13事業年度 特定貯金（注2） その他貯金等
0.012％

0.018％ 0.018％

平成14事業年度 0.034％ 0.017％ －

平成15事業年度 決済用貯金 一般貯金等
－

0.034％ 0.017％

平成16事業年度～ 0.017％ 0.014％ －

平成22事業年度～現在 0.018％ 0.014％ －

（注1）平成８事業年度から１３事業年度までの間に限定（貯金保険法附則第１０条第１項）。

（注2）当座貯金、普通貯金及び別段貯金をいう。
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５．組合の破綻処理

（1）定額保護下における破綻処理方式

破綻処理の方法には、保険金を直接各貯金者等に支払う方式（保険金支払方式）と、

救済組合に破綻した組合の信用事業の全部又は一部を譲渡し、資金援助を行う方式（資

金援助方式）がある。平成１１年１２月の金融審議会答申では、「金融機関が破綻した

場合には、破綻処理に要するコストがより小さいと見込まれる処理方法を選択するとと

もに、破綻に伴う混乱を最小限に止めることが重要であり、金融機関の破綻処理方式と

しては、資金援助方式の選択を優先し、保険金支払いの発動は出来るだけ回避すべきで

ある」との破綻処理の基本的な方針が示されていることから、定額保護下においては資

金援助方式の選択を優先することになるが、付保貯金以外の貯金や一般債権は、破綻組

合の財産の状況に応じて弁済されるため、貯金者や債権者の平等を保ち、資産の流出を

防ぐために、組合の事業に制約を課して財産を保全することが必要である。そのため、

定額保護下の破綻処理は、裁判所の監督下に置かれる倒産法制を活用することとなり、

時間的にも制約を受けることから、全額保護下での破綻処理以上に困難を伴うことが想

定される。

機構では、かかる定額保護下での破綻処理スキーム及び管理人業務について、以

下の方向で検討している。

（2）資金援助方式の概要

資金援助とは、組合が破綻した場合、倒産法制下で、信用事業譲渡、合併等を行う救済

組合に対し、機構がその合併等を容易にするようペイオフコストの範囲内で金銭の贈与等

を行うものである。資金援助によって、合併等は円滑に行われ、破綻組合の付保貯金が救

済組合に引き継がれ保護されることとなる。資金援助としては、金銭の贈与、資金の貸付

け又は預入れ、資産の買取り、債務の保証、債務の引受け、優先出資等の引受け等、損害

担保（いわゆるロスシェアリング）の７つの方法が定められている。

なお、これらの処理は、実務的には破綻組合の管理が管理人により行われていることを

前提としている（③参照）。

① 民事再生法の適用

定額保護下においては、付保貯金以外の貯金等や債権については、破綻組合の財産に

応じた弁済がなされる。このため、組合の破綻に際しては、これらの貯金者や債権者の

平等を保ち、財産の流出を防ぐために、貯金等の払戻しなどの組合の業務に制約を課し

て財産を保全することが必要であり、そのために倒産法制を利用することとなる。具体

的には、破綻組合について民事再生手続開始の申立てを行い、裁判所の監督の下で、付

保貯金や健全資産を救済組合に譲渡するとともに、それ以外の貯金等や債権について破

綻組合の財産に応じて弁済を行うことが想定されている。
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② 基本スキーム概要

破綻処理スキームの前提としては、付保貯金の算定（名寄せ）・資産切分け作業等の

十分な事前準備ができない場合を想定している。

ア．破綻直後に、破綻組合と救済組合との間で「６か月を目処に付保貯金、決済業務及

び健全資産を救済組合へ移転すること」を主たる内容とする、信用事業譲渡に関する

基本合意書を締結する。

イ．破綻組合は民事再生手続開始申立を行い、付保貯金算定作業後に、付保貯金の払戻

しや決済業務、融資業務を再開、継続する。

ウ．また、資産の切分け作業を実施し、６か月を目処に救済組合へ付保貯金と健全

資産を譲渡するが、付保貯金以外の貯金や一般債権者に対する債務については残

余財産に応じ、民事再生計画に基づいて弁済される。

③ 管理人による管理

組合の破綻発生と同時に、都道府県知事（または、農林水産大臣及び金融庁長官。以

下同じ。）から管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分（以下「管理を命ずる処

分」という。）が発動され、破綻組合の管理を行う管理人が選任される。

破綻組合を代表し、業務の執行や財産の管理・処分等を行う権利は、管理人に専属す

ることとなり、管理人の想定される主な業務は以下のとおりである。

ア. 破綻直後、破綻組合は救済組合と信用事業譲渡に関する基本合意書を締結する。

イ. 民事再生手続開始申立を行う。

ウ. 破綻が週末金曜日に発生したとすれば、土曜日から日曜日までの間に、月曜日から

の業務再開に向けて以下のような準備を行う。

・ 外部チャネルの一斉閉塞、名寄せによる付保貯金算定作業、付保貯金の払戻し準

備、保護しない決済債務の抽出、貯金者申出による相殺等の新たな業務への準備等

・ 破綻組合職員に対する今後の業務体制等の指導

・ 経営体制の見直し、諸商品の見直し

・ 融資基準の見直し

・ 顧客の混乱防止を目的とした広報の徹底

エ. 月曜日に付保貯金払戻しや決済業務、融資業務を再開。店頭混乱防止を図る。

オ. 貸出資産等の資産切り分け作業を実施する。

カ. ６か月を目処に付保貯金や健全資産を救済組合に譲渡し、不良資産はサービサーへ

の売却や協定債権回収会社への買取り委託により処分する。

キ. 約１年後に、破綻組合の残余財産は再生計画に基づき弁済される。

ク. この間、旧経営者に対する経営破綻の責任を明確にするための民事上の提訴や刑事

上の告発を行う一方、裁判所、都道府県、関係外部機関及び機構本体を相手方とする

多数の業務を行う。

なお、管理人は、通常、弁護士、公認会計士、農業協同組合中央会、漁業協同組合
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連合会、機構等から選任される。

④ 資金援助の態様

資金援助の制度には、以下のようなものがある。

ア．救済組合に対する資金援助

救済組合に対し付保貯金や健全資産等を内容とする信用事業の一部を譲渡する場合

や付保貯金を移転する場合に、金銭の贈与等の資金援助ができる。その際、救済組合

に譲渡することができない不良資産について、救済組合と破綻組合の連名で機構に資

産の買取りを申し込むことができる。

なお、このほか、機構として、相互援助取決めにより援助を行う連合会等（農水産

業協同組合連合会及び農林中金をいう。）に対し、また、農林中金の指導に基づき行

われる合併等（付保貯金の移転を除く。）について支援業務を行う指定支援法人（農

林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律

（平成８年１２月２６日法律第１１８号）第３２条第２項に規定する指定支援法人を

いう。）に対し、それぞれ資金援助を行う途も開かれている。

イ．破綻組合に対する資金援助

破綻組合が救済組合に対して信用事業の一部譲渡又は付保貯金の移転を行う場合、

破綻組合には事業譲渡されなかった資産と負債が残ることとなる。その際、事業譲渡

されなかった負債に係る債権者が、当該信用事業譲渡によって不利益を被らないよう

機構が破綻組合に対し、資金援助（金銭の贈与に限る。）を行うことができることと

されている（注）。

具体的には、信用事業の一部譲渡によって破綻組合の資産が減少し､破綻組合に残さ

れる債権者に対する弁済率が信用事業譲渡前における当該債権者に対する予想弁済率

と比較して低下してしまう場合に、これを避ける目的で機構が破綻組合に対し金銭の

贈与を行うことができる。

（注）貯金保険法では、これを「破綻農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るため」

と表現している。

ウ．追加的資金援助

信用事業譲渡や合併等において当初資金援助を行った後、未確定再生債権の全容

が判明する等した段階で、救済組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合に、

機構は、追加的資金援助を決定することができる。

⑤ 資金援助の手順

都道府県知事による合併等に関する適格性の認定（注）又は合併等のあっせんを受けた

救済組合は、機構に対し資金援助の申込みを行うことができる。申込みを受けた機構は、

運営委員会の議決を経て、資金援助の可否及び資金援助の額その他資金援助を行うに当た

り必要と認められる事項を決定し、主務大臣の認可を受ける。機構は、この決定をしたと

きは、救済組合と資金援助に関する契約を締結し、資金援助を実施することとなる。
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（注）適格性の認定は、次の４条件をすべて満たす場合に限り、行うことができることと

されている。

・ 当該合併等が行われることが貯金者等その他の債権者の保護に資すること

・ 機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であること

・ 当該合併等に係る破綻組合について合併等が行われることなく、その信用事業に係

る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該破綻組合が信用事業を行って

いる地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずる

おそれがあること

・ 機構による資金援助が、救済組合の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営のた

めに活用されることが確実であると認められること

(3) 保険金の支払方式の概要

① 保険事故

機構による保険金支払いの原因となる保険事故には、次の２種類があり、保険金の支払

いは、保険事故が発生した組合の貯金口座の名寄せ(貯金者ごとの付保貯金額の算定)等の

準備が整い次第、貯金者からの請求に基づいて行われる。

第一種保険事故 組合の貯金等の払戻しの停止

この場合、機構は、保険事故発生の日から１か月以内（必要に応

じて１か月以内で延長が可能）に、保険金の支払いを行うかどうか

について、運営委員会の議決を経て決定する。

第二種保険事故 組合の解散の議決に係る認可、破産手続開始の決定、解散命令、又

は法定解散（注）

この場合、機構の決定を要することなく、当然に保険金の支払い

が行われる。

（注）法定解散とは、組合が組織を維持するために必要な法定会員数又は組合員数

が欠けたことによって解散すること。

② 保険金の支払い

貯金者に支払われる保険金の額は、保険事故発生日に当該組合に預入している保険対象

となる貯金等の元本とその利息等の合計額で、元本の額は、決済用貯金は全額、一般貯金

等は１貯金者当たり1,000万円までと定められている（ただし、担保貯金等については、

当該担保権に係る被担保債権が消滅するまで支払いを保留できることとされている。）。

機構は、第一種保険事故が発生した場合、保険金の支払い及び公告事項（保険金の支払

期間、支払場所、支払方法及び支払取扱時間等）を運営委員会の議決を経て決定し、保険

金の支払いに関する公告事項を官報への掲載並びに破綻組合等の店頭への掲示等の方法

により公告し、貯金者に周知徹底を図ることになっている。

また、第二種保険事故の場合には、当然に保険金を支払うこととなるので、機構は周知
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するべき公告事項を運営委員会の議決を経て決定し、公告することになる。

なお、機構の保険金の支払方法には、貯金者に直接現金等により支払う方法のほか、円

滑かつ迅速な支払事務処理や現金取扱いのリスク回避の観点から、他の健全な金融機関に、

機構が保険金支払相当額の普通預貯金を設定し、これを貯金者に譲渡する方法もある。

(4) 仮払金の支払い

① 仮払金の趣旨

仮払金は、保険事故が発生し、保険金の支払開始又は付保貯金の払戻しまでにかなり

の日数を要すると見込まれるような場合、破綻組合の貯金者等の当座の生活資金等に充

てるため支払われるものである。機構が仮払金の支払いを行うためには、保険事故発生の

日から１週間以内に、運営委員会の議決を経て仮払金を支払う旨の決定することが必要と

されている。

② 仮払金の金額等

仮払金は、各貯金者の普通貯金（元本部分）について、１口座につき６０万円を限度

として支払われるが、後に保険金等が支払われる時には、この仮払金支払額はその貯金

者等の保険金の額等から控除されることになる。

なお、仮払金を支払う場合には、公告等について保険金の支払いと同様の手続きをと

ることとなっている。

(5) 保険金及び仮払金支払いの実績

制度発足以来、保険金及び仮払金の支払いの実績はない。

(6) 保険金及び仮払金の支払業務の委託

機構は、保険金及び仮払金の支払いを決定したときは、組合その他の金融機関に対して、

保険金及び仮払金の支払いその他これに附随する業務を委託することができる。

(7) その他の貸付け業務

① 貯金の払戻しのための資金の貸付け

管理人による管理を命ずる処分を受けた組合又は民事再生法に基づく管財人若しく

は保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻組合に対し、機構は運営委員会の議

決後、主務大臣の認可を受けて、貯金の払戻しのために必要な資金の貸付けを行うこと

ができる。

② 決済債務の弁済のための資金の貸付け

管理人による管理を命ずる処分を受けた組合又は民事再生法に基づく管財人若しく

は保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻組合に対し、機構は運営委員会の議

決後、主務大臣の認可を受けて、決済債務の弁済のために必要な資金の貸付けを行うこ

とができる。



－ －21

③ 資産価値の減少防止のための資金の貸付け

管理人による管理を命ずる処分を受けた組合（再生手続開始の申立後のものに限る。）

又は民事再生法に基づく管財人若しくは保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破

綻組合に対し、機構は、運営委員会の議決後、主務大臣の認可を受けて、資産価値の減少

防止のために必要な資金の貸付けを行うことができる。

(8) 貯金等債権の買取り

貯金等債権の買取りは、保険事故の発生した組合の付保貯金以外の貯金等（保険対象貯

金等のうち決済用貯金以外の貯金等で元本1,000万円を超える部分及び外貨貯金並びにこ

れらの利息等）を、貯金者等からの請求に基づいて、機構が概算払額（保険事故発生日に

おける貯金等の額に保険事故が発生した組合の破産配当見込額等を考慮して決定した一

定の率（概算払率）を乗じた金額）に相当する金額で買取る制度である。この制度によっ

て、貯金者は弁済金・配当金の受取りを待たずに、事実上前倒しでその一部の回収が可能

となる。

この概算払は、資金援助方式及び保険金支払方式のいずれの破綻処理方式においても実

施できる。

なお、機構では、買い取った貯金等債権の回収額が、買取りに要した費用を控除しても、

概算払額を超えるときは、その超える部分の金額を貯金者に追加的に支払うこととなって

いる（精算払）。

機構が貯金等債権の買取りを行う場合には、概算払率について運営委員会の議決を経て、

主務大臣の認可を受けた後、買取期間、買取場所及び支払方法等を定め、公告することに

なっている。
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○組合が破綻した場合の貯金等の取扱いの概念図

（太線内が貯金保険によって保護される）

貯金等の分類 1,000万円まで 1,000万円超

貯

金

保

険

の

対

象

貯

金

等

当座貯金・無利

息普通貯金 等

決済用貯金

（注１）

全額保護

元本全額を保護

一般貯金等

定額保護

元本1,000万円

までとその利

息等（注２）を

保護

概算払

元本1,000万円を超える

部分及び外貨貯金とこ

れらの利息等×概算払

率

精算払
一

部

カ

ッ

ト

の

可

能

性

有利息普通貯

金・定期貯金、

定期積金、農林

債（リツノーワ

イドの保護預

り専用商品）等

対

象

外

貯

金

等

外貨貯金

譲渡性貯金、農林債（ワリ

ノー、リツノーの保護預り専

用商品以外の商品）等

破綻組合の財産の状況に応じて支払い

（注１）「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という３要件を満たすものをいう。

（注２）定期積金の給付補てん金も利息と同様保護される。

(9) 再生特例法に基づく手続

機構は、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律により、破綻した組合の再

生・破産手続を円滑に進めるため、貯金者に代わって、再生・破産債権の届出（貯金者表

を作成の上、裁判所に提出）、再生計画案に関する議決権の行使などを行うことになって

いる。

機構が議決権を行使するときは、同意しようとする再生計画案の内容をあらかじめ貯金

者等に通知・公告する。

(10) 協定債権回収会社

機構は、債権回収会社との間で協定を締結し、その協定を実施するため各種業務を行う

ことができるとされている。

具体的には、協定債権回収会社に対し、

① 協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと、

② 協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の補填を行うこと、

③ 協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他回収業務の円滑な実

施のために必要とする資金について、協定債権回収会社からの申込みに基づき、資金の

貸付け又は資金の借入れに係る債務の保証を行うこと、

④ 協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた利益の納付を受ける

こと、
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⑤ 回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと

等ができる。

(11) 金融危機への対応のための業務

主務大臣（この場合は、農林水産大臣及び内閣総理大臣をいう。）は、次の①又は②の

措置を講じなければ、我が国又は当該組合が業務を行っている地域の信用秩序維持に極め

て重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議（内閣総理大臣が

議長）の議決を経て、当該措置を講ずることができる。

① 組合（②の組合を除く。）の自己資本充実のために行う優先出資の引受け等

② 破綻又は債務超過の組合に対し、保険金の支払いに必要な費用の額を超える額の資金

援助（この場合は、組合に対し、管理を命ずる処分が行われる。）

なお、金融危機への対応のための業務に必要な財源としては、組合の負担金（負担金で

不足するときは政府の補助）及び借入金（借入限度額：1,000億円（国会の議決による政

府の債務保証あり。））を充てることとされている。

６．立入検査業務

貯金保険法では、同法の円滑な実施を確保する観点から、都道府県知事が必要があると

認める場合には、機構に組合に対する立入検査を行わせることができると規定されている。

機構が行うことができる立入検査は、貯金保険法第１１７条第６項に規定されており、

① 保険料の納付が適正に行われていること（同項第１号）

② 組合に義務付けられている名寄せのためのデータベース及びシステムの整備が講ぜら

れていること、又、支払対象決済用貯金に係る保険金の支払い又はその払戻しが円滑に

行われるよう機構による名寄せ結果データを速やかに処理するためのシステムの整備が

講ぜられていること（同項第２号）

③ 組合が破綻したときの貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額

（同項第３号）

の３項目となっている。
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（図１）

資金援助方式による破綻処理フロー図（一例）
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（図２）

保険金支払フロー図

都道府県知事

又は農林水産大臣 財務大臣

及び金融庁長官

② ②’

② ②’

⑦

貯金保険機構

⑧ 貯 金 者

④

⑤ ⑨

⑥

② ③

破綻農水産業協同組合 ①

保険事故の発生①

・農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止（第一種保険事故）

・農水産業協同組合の解散の認可、破産手続開始の決定、解散命令、又は法定解散

（第二種保険事故）

② （破綻農水産業協同組合→貯金保険機構→農林水産大臣、金融庁長官及び事故通知

財務大臣（及び都道府県知事 ））

②’ （都道府県知事（又は農林水産大臣及び金融庁長官）→貯金保険機構→財事故通知

務大臣）

③ （破綻農水産業協同組合→貯金保機構指定フォーマットによる貯金者データ等提出

険機構）

④ （貯金保険機構）保険金額計算

⑤ （注 （貯金保険機構）支払 ・公告事項の決定）

（注）農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止（第一種保険事故）の場合のみ必要

⑥ （貯金保険機構）官報等の公告

⑦ （貯金保険機構→貯金者）支払通知

⑧ （貯金者→貯金保険機構）支払請求

⑨ （貯金保険機構→貯金者）保険金の支払
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Ⅲ．貯金保険機構の組織等

１．設 立

機構は、貯金保険制度の運営主体として貯金保険法に基づき、昭和４８年９月１日に

設立された認可法人である。

２．資本金

資本金は設立以来３億円であったが、平成 24 年 2 月に東日本大震災事業者再生支援

勘定に政府から１３．２億円の出資を受け、現在１６．２億円となっている。

その出資者、出資額は次のとおりである。

○政 府 １３億９，５００万円

○日本銀行 ７，５００万円

○農林中金 ７，５００万円

○信農連等 ６，７５０万円

○信漁連等 ７５０万円

３．責任準備金

機構は、毎事業年度末の決算において、保険料及び資産運用収入等の収益から資金援

助事業費及び一般管理費等の費用を差し引いた残額を全額責任準備金に繰り入れ、保険

金等の支払及び資金援助に必要な資金として積み立てている。（P53（資料 11）「被保

険貯金残高と責任準備金の推移」参照）

４．借入金及び政府保証

機構は、資金援助等の業務（金融危機への対応に係る業務を除く。）を行うために必

要な資金を農林中金等から２，０００億円を限度に借り入れることができる。また、金

融危機対応に係る業務を行うために、別途１，０００億円を借り入れることができる。

なお、これらの借入れについては、国会の議決を経た金額の範囲（予算）内で、政府保

証を受けることができることとなっている。

５．運営委員会

機構の運営に関する重要事項の議決機関として「運営委員会」が設けられ、委員７人

以内並びに機構の理事長（委員長）及び理事で構成されている。委員は、農業、水産業、

金融に関して専門的な知識と経験を有する者の中から主務大臣の認可を受け、理事長が

任命する。（P55（資料 12）「運営委員会委員、役員等一覧」参照）

運営委員会の議決事項は、貯金保険法のほか、再編強化法、事業者再生支援機構法に

規定されている。
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＊貯金保険法に定める議決事項

○ 定款の変更

○ 業務方法書の作成及び変更

○ 予算及び資金計画

○ 決算

○ 保険料率の決定及び変更

○ 第一種保険事故に係る保険金支払の決定及び決定期限の延長の申請

○ 仮払金支払の決定

○ 保険金・仮払金支払の公告の決定（支払期間、支払場所、支払方法等）

○ 資金援助の決定

○ 決済債務の弁済のための資金の貸付けの決定

○ 貯金等債権買取りの決定

○ 概算払率の決定

○ 貯金等債権買取りに係る公告の決定（買取期間、買取場所、概算払額の支払方

法、提出書類等）

○ 精算払に係る公告の決定（支払額、支払期間等）

○ 協定債権回収会社との協定内容の決定

○ 協定債権回収会社に対する出資額の決定

○ 協定債権回収会社に提示する資産の買取価格、損失の補てんその他の資産の買

取りの委託に関する条件の決定

○ 協定債権回収会社に対する資金の貸付け又は協定債権回収会社による資金の

借入れに係る債務の保証の決定

○ 貯金等の払戻しのための資金の貸付け、資産価値の減少防止のための資金の貸

付けの決定

○ その他運営委員会が特に必要と認める事項

＊再編強化法に定める議決事項

○ 優先出資の消却に必要な金銭の贈与の決定

○ 損害担保契約に係る損失を補填するための契約の締結の決定

○ 一般勘定から震災特例勘定への繰入れ

＊事業者再生支援機構法に定める議決事項

○ 事業者再生支援機構への出資

○ 配当に相当する額の分配

○ 東日本大震災事業者再生支援勘定の残余財産の分配
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６．役 員

理事長及び監事（１人）は、主務大臣により任命され、理事（１人）は主務大臣の認

可を受け、理事長が任命する。（P55（資料 12）「運営委員会委員、役員等一覧」参照）

７．財 務

毎事業年度の予算及び資金計画は、主務大臣の認可を受けて執行、実施することと

なっており、決算は、事業年度終了後、主務大臣の承認を受けることとなっている。

なお、業務上の余裕金は、国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有、金融機関

への預金等の方法で運用することとなっている。



資料編



（資料 １）

昭和４８年
制度発足時 昭和４９年 昭和６１年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１3年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成２３年以降

１．対象金融機関 ［法律］ 農 協 ６月 ４月

漁 協 特定漁連（漁協 信農連・信漁連・

水産加工協 から信用事業を 水産加工協連・

譲り受けた信漁 農林中央金庫を

連）を追加 追加

２．資本金 ［認可］ ３００百万円 ３００百万円

政府 ７５ 政府 ７５

日銀 ７５ 日銀 ７５

農中 ７５ 農中 ７５

信連等 ７５ 信連等 ７５

１，３２０百万円

政府 １，３２０

事業者再生支援
機構勘定

３．保険料率 ［認可］ 0.006% 61年5月0.010％ 14年の保険料から

62年4月0.011％ ６月 平残方式導入

63年4月0.012％ 0.018% 特定貯金 0.018% 特定貯金 0.034% 決済用貯金 0.034% 決済用貯金 0.017%

（22年3月 0.018%）

その他貯金等0.018% その他貯金等0.017% 一般貯金等 0.017% 一般貯金等 0.014%

特別保険料 ［政令］ 0.012% （13年度まで）

４．保険金支払 ［法律］ ６月 ４月 ４月

債務控除 債務控除規定廃止

担保貯金の支払 保留順序の変更 決済用貯金の全額

保留 保護

特定貯金（当座・普

通・別段貯金）は、

保険金支払限度額 ６月 ９月 17年3月末まで全

（１貯金者当たり）［政令］ １００万円 ３００万円 １，０００万円 １，０００万円の元本 額保護

及びその利息等

５．仮払金支払 ［法律］ ９月

同限度額（普通貯金 導 入 ４月

１口座当たり） ［政令］ ２０万円 ６０万円

６．貯金等債権買取り ４月

［法律］ 導 入

７．資金援助 ［法律］ ９月 ６月 １２月 ５月 ４月 １月

導 入 信用事業の 新設合併に 救済組合等に 信用事業の 指定支援法人に

合併、信用 全部譲渡に 対する資金 対する劣後ローン 一部譲渡、付保貯 対する資金援助

事業再建措置 対する資金 援助を追加 供与を追加 金移転対する資金 を追加

に対する資金 援助を追加 経営困難組合か 援助追加

援助 らの資産の直接 救済組合に対する

買取りを追加 優先出資の引受け、

信連子会社等に 損害担保を追加

よる不良資産買 債権者間の衡平

取り支援を追加 を図るための資金

援助、追加的資金

援助を追加

協定債権回収会社

に対する資産の買取

り・回収委託を追加

貯金等の払戻し資金

の貸付け、資産価値

減少防止のための資

金の貸付けを追加

８．決済債務の保護 ［法律］ ４月

決済債務の全額

保護の制度を導入

決済債務の弁済の

ための資金の貸付

けの制度を導入

９．借入金 ５月

政府保証 ［法律］ 導 入

９月 ６月 ４月

借入限度額 ［政令］ １００億円 １，０００億円 １，５００億円 ２，０００億円

１０．管理人制度 ［法律］ ４月

管理人が、管理を命

ずる処分を受けた

組合の経営権を掌

握する制度を導入

１１．金融危機への対応 ４月

（システミック・リスク） システミック・リスク

［法律］ 対策として、優先出

資の引受け等、ペイ

オフコスト超の資金

ｼｽﾃﾐｯｸ･ﾘｽｸ対応 援助の特例を導入

借入限度額［政令］ １，０００億円

１２．貯金者代理制度 ４月

［法律］ 貯金保険機構が、貯

金者を代理して、再生

手続又は破産手続き

に関する一切の行為

ができる制度を導入

(1)貯金保険制度の拡充・整備経過

項 目

特定貯金（当座・普
通・別段貯金）は、
15年3月末まで全額
保護

保険対象に公金、
金銭信託、農林債
の一部を追加

そ の 後 の 変 更 又 は 追 加 事 項

※（注）１．上記に関連する金融制度調査会答申等
昭和45年 7月「一般民間金融制度のあり方等」
昭和60年 5月「金融自由化の進展とその環境整備」
平成 7年12月「金融システム安定化のための諸施策」
平成10年 1月「金融システム安定化のための緊急対策」（政府・自民党）

平成11年12月「特別処置終了後の預金保険制度及び金融機関の破綻処理のあり方について」（金融審議会）
平成14年 9月「決済機能の安定確保のための方策について」（金融審議会）

２．６及び７については、貯金の全額保護のため、時限的措置として平成13年度末までの特例措置（貯金等債権の特別買取り、特別資金援助）を実施。

３．１２については、「農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律」の制定により導入。

－29－



（2）東日本大震災に関する特例措置の拡充・整備経過

① 再編強化法関係

平成２３年７月改正
（平成２３年９月２６日施行）

・特定優先出資等の取得（平成２９年３月３１日まで）

・優先出資の消却に必要な金銭の贈与
※１

・損害担保契約に係る損失の補填
※２

・借入金

借入限度額
※３

２，０００億円

※１、※２ 貯金保険法第３４条第３号に規定する資金援助とみなす。

※３ 貯金保険法施行令第４条に規定する借入限度額。

② 事業者再生支援機構法関係

平成２３年１１月事業者再生支援機構法成立
（平成２４年１月２６日施行）

・事業者再生支援機構に対する出資
出資額 １３．１４億円

－30－
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（資料 ２）

平成２６事業年度（第４２事業年度）

主 要 業 務 日 誌

年 月 日 摘 要

26. 4.24

26. 5. 9

26. 5.12

26. 5.21～22

26. 5.26

26. 5.26

26. 5.30

26. 6.11

26. 6.18

26. 6.30

26. 6.30

26. 6.30

26. 8. 1

26. 8.19

26. 8.22

26. 8.29

26. 8.29

26. 8.29

26. 9. 1

26. 9. 8～12

26. 9.25～26

26. 10. 2

監事監査（現物監査）

岩手県ＪＡ経営課題検討会出席

福島県信用事業強化計画進捗管理委員会出席

貯金者データ整備説明会（佐賀県）：佐賀県信農連

監事監査（決算監査）

宮城県ＪＡ経営改善対策委員会出席

宮城県漁協実績検討会出席

貯金者データ整備説明会（熊本県）：農林中央金庫熊本支店

平成２６事業年度第１回運営委員会

（平成２５事業年度農水産業協同組合貯金保険機構決算（案）について）

平成２６事業年度第１回運営委員会懇談会

（①震災特例組合の平成２５年度決算状況等報告について(岩手県及び福島県)

②ＪＡ及びＪＦの貯金・貸出金等の動向について）

平成２５事業年度決算主務大臣承認

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構株主総会出席

貯金保険料収納

岩手県ＪＡ経営課題検討会出席

福島県信用事業強化計画進捗管理委員会出席

貯金者データ整備（自己点検マニュアルの改訂及び自己点検システム等の

修正等）に係る説明会

平成２５事業年度決算官報公告

平成２５事業年度行政コスト計算財務書類公表

宮城県漁協実績検討会出席

宮城県ＪＡ経営改善対策委員会出席

台湾の預金保険制度に関する現地調査

台湾中央預金保険公社（ＣＤＩＣ）外

管理人制度等実務研修会

県中央会１１、信連等３１，全農等６，全共連３

平成２６事業年度第２回運営委員会懇談会

（①震災特例組合の平成２５年度決算状況等報告について（宮城県漁協及び宮

城県５農協）、②ＪＡ及びＪＦの貯金・貸出金等の動向について）
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年 月 日 摘 要

26. 10. 9

26. 10.24

26. 10.28

26. 10.30

26. 11. 5

26. 11.25

26. 11.28

26. 11.28

26. 12. 2

26. 12.12

27. 1.26

27. 2.10

27. 2.16

27. 2.18

27. 3. 2

27. 3. 6

27. 3.19

27. 3.24

27. 3.31

貯金者データ整備説明会（宮崎県）：宮崎県信農連

監事監査（中間監査）

岩手県ＪＡ経営課題検討会出席

福島県信用事業強化計画進捗管理委員会出席

貯金者データ整備説明会（大阪府）：大阪府信農連

貯金者データ整備説明会（宮城県）：農林中央金庫仙台支店

宮城県漁協実績検討会出席

宮城県ＪＡ経営改善対策委員会出席

貯金保険制度に関する新聞広告（日本農業新聞・水産経済新聞）

貯金保険制度説明会（行政庁）

（①貯金保険制度、②破綻処理における司法・行政手続、③貯金データ整備・

立入検査について）

岩手県ＪＡ経営課題検討会出席

貯金者データ整備説明会（広島県）：広島県信農連

福島県信用事業強化計画進捗管理委員会出席

貯金者データ整備説明会（千葉県）：農林中央金庫千葉支店

宮城県ＪＡ経営改善対策委員会出席

宮城県漁協実績検討会出席

監事監査

平成２６事業年度第２回運営委員会

（平成２７事業年度農水産業協同組合貯金保険機構予算（案）について）

平成２６事業年度第３回運営委員会懇談会

（①貯金保険機構の「平成２７年度業務運営方針」（案）について、②東日本

大震災事業者再生支援機構の活動状況報告について、③ＪＡ及びＪＦの貯金

・貸出金等の動向について）

平成２７事業年度農水産業協同組合貯金保険機構予算の主務大臣認可
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（資料 ３）

再編強化法に基づく優先出資の実績

（平成２７年３月末現在）

東日本大震災に対処して改正された農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用

事業の再編及び強化に関する法律に基づき、指定支援法人（社団法人ジェイエイバンク支援協

会及び社団法人ジェイエフマリンバンク支援協会）から優先出資の取得を行っている。

【当機構が取得した優先出資の概要】

優先出資の種類 取得総額 取得口数
取得価格

(1口あたり)
取得日

大船渡市農業協同組合
社債型非累積的

永久優先出資
9,211百万円 9,211千口 1,000円 平成24年2月24日

そうま農業協同組合
社債型非累積的

永久優先出資
8,409百万円 2,803千口 3,000円 平成24年2月24日

ふたば農業協同組合
社債型非累積的

永久優先出資
8,194百万円 8,194千口 1,000円 平成24年2月24日

南三陸農業協同組合
社債型非累積的

永久優先出資
1,080百万円 1,080千口 1,000円 平成24年3月23日

いしのまき農業協同組合
社債型非累積的

永久優先出資
4,423百万円 4,423千口 1,000円 平成24年3月23日

仙台農業協同組合
社債型非累積的

永久優先出資
8,959百万円 8,959千口 1,000円 平成24年3月23日

名取岩沼農業協同組合
社債型非累積的

永久優先出資
600百万円 600千口 1,000円 平成24年3月23日

みやぎ亘理農業協同組合
社債型非累積的

永久優先出資
1,488百万円 297.6千口 5,000円 平成24年3月23日

宮城県漁業協同組合
社債型非累積的

永久優先出資
5,512百万円 5,512千口 1,000円 平成24年3月23日
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（資料 ４）

資金援助実績一覧
（平成２７年３月末現在）

運営委員会

議 決 日
契約日

要 償 却 額

〔支援内訳〕
機構支援額 救済組合 経営困難組合 救済方法

昭和

６２．７．２７

昭和

６２．８．１ ６１０億円

毎年度

全国 １５．００億円

地元 １５．００億円

第１期

金銭贈与（分割） ５年

（計画２２年）

毎年度 ３．５０億円 田上農協

［現：かごしま中央

農協］

［資金援助先］

鹿児島県信農連

鹿児島市農協 吸収合併
平成

４．２．１７

平成

４．２．２９

第２期

金銭贈与（分割） ５年

毎年度 ３．５０億円

９．３．２５ ９．４． １

毎年度

全国 ２１．２５億円

地元 ２１．２５億円

第３期

金銭贈与（分割） ５年

毎年度 ４．９６億円

（残り１２年を５年に短縮）

６．３．２３ ６．４． １

２８．８３億円

毎年度

全国 １．５０億円

地元 １．５０億円

第１期

金銭贈与（分割） ５年

（計画１５年）

毎年度 ０．７５億円

美野里町農協

新みのり信用農協

トキワ園芸農協

の信用事業を

譲り受け

吸収合併

１１．２．１８ １１．４． １

２４．５８億円

全国 １２．２９億円

地元 １２．２９億円

第２期

金銭贈与

６．５６億円

（１１．４．１実施）

(残り１０年を一括処理)

９．３．２５ ９．４． １

４５．９５億円

全国 １４．５６億円

地元 １４．６０億円

金銭贈与

１１．９０億円

（９．６．２３実施）

なぎさ漁協

［現：山口県漁協］
黒井漁協 事業譲渡

９．７． ４ ９．７．１５

１３５．３４億円

全国 ４５．００億円

地元 ８５．００億円

金銭贈与

３６．８０億円

（９．１０．１実施）

高松市中央農協

［現：香川県農協］

高松東部農協 事業譲渡

１０．３．２６ １０．４． １

１６２．４０億円

全国 ７５．５０億円

地元 ７５．５０億円

金銭贈与

６１．８０億円

（１０．４．１実施）

桜井しき農協

［現：奈良県農協］

広陵町農協 吸収合併

１１．２．１８

１１．３． １

７２．５１億円

全国 １４．５７億円

地元 ２９．１５億円

金銭贈与

１１．９７億円

（１１．３．１実施）

壬生町農協

都賀町農協

大平町農協

［現：下野農協］

［資金援助先］

栃木県信農連

栃木市農協 新設合併

１１．４． １

資金貸付

（信連子会社貸付）

１９．００億円

（１１．４．１実施）

１１．３．２６ １１．４． １

５３．９６億円

全国 ２３．３６億円

地元 ２３．４０億円

金銭贈与

２０．８６億円

（１１．４．１実施）

京都府信漁連 舞鶴信用漁協 事業譲渡

１１．３．２６ １１．４． １

２４．２５億円

全国 ６．２８億円

地元 １２．５６億円

金銭贈与

５．８６億円

（１１．４．１実施）

魚津市農協 道下信用農協 吸収合併

１１．６．２２ １１．６．３０

１９．９４億円

全国 ５．１０億円

地元 １０．２２億円

金銭贈与

４．１９億円

（１１．７．１実施）

奄美農協

［現：あまみ農協］

名瀬市農協

笠利町農協

事業譲渡

吸収合併

１１．６．２２ １１．８． ５

９．２８億円

全国 ４．３１億円

地元 ４．８４億円

金銭贈与

３．５３億円

（１１．９．１実施）

長崎市新三重漁協 長崎市式見漁協 吸収合併

１２．３．２８

１２．４． １

２２３．５６億円

全国 １５４．００億円

地元 ５４．７０億円

金銭贈与

１３５．００億円

（１２．４．３実施） 東長崎農協

［現：長崎西彼農協］
長崎市農協 吸収合併

１２．４．２０

劣後ローン

５．００億円

（１２．４．２０実施）
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運営委員会

議 決 日
契約日

要 償 却 額

〔支援内訳〕
機構支援額 救済組合 経営困難組合 救済方法

１３．２．２２ １３．３．３０

３３．９１億円

全国 ２０．２９億円

地元 １２．００億円

金銭贈与

１７．３５億円

（１３．４．２実施 ）

阿武萩地区１２漁協
(三見、萩市玉江浦、

萩、萩越ケ浜、

萩市大井湊、

萩市大島、見島、

宇津、奈古、宇田郷、

須佐、江崎）

［現：山口県漁協］

萩小畑漁協

大井浦漁協

新設合併

（山口県

阿武萩地区

単一漁協）

１３．７．２４

１３．７．３１

１０７．９８億円

全国 ４９．５９億円

地元 ４９．６０億円

金銭贈与

４０．５７億円

（１３．８．１３実施）

阿寒町農協

［現：阿寒農協］
釧路市農協 吸収合併１３．８．１３

劣後ローン

２．５０億円

（１３．８．１３実施）

１３．７．３１

資産買取り

１．９５億円

（１３．７．３１実施）

１３．１２．１１

１３．１２．１８

３５９．８８億円

全国 ２４２．５２億円

地元 ８８．００億円

金銭贈与 （特別資金援助）

２１２．４７億円

（１４．１．４実施）

（返還後 ２０７．２８億円） 岡山県信農連

［18.3.31 解散］
日生町信用農協 事業譲渡

１３．１２．１７

資産買取り

３０．３１億円

（１３．１２．１７実施）

１４．１．２３

１４．１．３１

１３．１７億円

全国 １０．２７億円

地元 －

金銭贈与 （特別資金援助）

７．９３億円

（１４．２．５実施）

（返還後 ７．３４億円）

湧別農協

芭露農協

［現：湧別町農協］

湧別町畜産農協 新設合併

１４．２．１３

劣後ローン

１．１７億円

（１４．２．１３実施）

１４．３．１３

１４．３．２５

３４８．８７億円

全国 ２４８．１１億円

地元 ３３．０３億円

金銭贈与（特別資金援助）

２２２．５５億円

（１４．４．９実施）

（返還後 ２２１．５５億円）

沖縄県１９農協
(伊江村、サンライズ、

宜野湾市、浦添市、

首里、真和志、小禄、

豊見城村、糸満市

おきなん、南風原町、

津嘉山、渡嘉敷村、

粟国村、南大東村、

北大東村、宮古郡、

下地町、伊良部町）

［現：沖縄県農協］

やんばる農協

伊平屋村農協

伊是名村農協

ゆいな農協

沖縄市コザ農協

島尻東農協

久米島農協

八重山郡農協

新設合併

（県単一農協）

１４．３．２２

資産買取り

（６農協：やんばる、ゆいな、

沖縄市コザ、島尻東、

久米島、八重山郡）

１１．３４億円

（１４．３．２２実施）

１４．３．１３ １４．３．２５

７．２４億円

全国 ４．４０億円

地元 ０．５９億円

金銭贈与（特別資金援助）

３．９４億円

（１４．４．１実施）

沖縄県信農連

［現：沖縄県農協］
与那国町農協 事業譲渡

１４．３．１３

１４．４． １

６５．０１億円

全国 ３３．９７億円

地元 ２７．１７億円

金銭贈与

２７．８０億円

（１４．４．１０実施）

（返還後 ２４．３５億円） 高田郡農協

［現：広島北部農協］
八千代町農協 吸収合併

１４．３．２２

資産買取り

１３．４１億円

（１４．３．２５実施）

１４．３．１３

１４．４． １

７８．９１億円

全国 ２５．０９億円

地元 ３９．８１億円

金銭贈与

２０．５３億円

（１４．４．１０実施）

（返還後 １９．０４億円）
広島市農協 広島安佐農協 吸収合併

１４．３．２２

資産買取り

１２．１０億円

（１４．３．２５実施）
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運営委員会

議 決 日
契約日

要 償 却 額

〔支援内訳〕
機構支援額 救済組合 経営困難組合 救済方法

１４．３．１３

１４．４． １

９２．７８億円

全国 ２４．７５億円

地元 １６．９１億円

金銭贈与

２０．２５億円

（１４．６．１１実施）

(返還後 １７．２５億円） 福山北農協

［現：福山市農協］

府中市農協

新市農協
吸収合併

１４．３．２２

資産買取り

９．１８億円

（１４．３．２５実施）

１４．３．１３ １４．３．２７

１４．４２億円

全国 ５．１０億円

地元 ５．１４億円

金銭贈与

４．１７億円

（１４．４．１８実施）

大分県２６漁協
（中津市、宇佐市、

豊後高田市、真玉町、

香々地町、国見町、

姫島村、くにさき、

武蔵町、安岐町、

杵築市、日出町、

別府市、大分市、

神崎、佐賀関町、

臼杵市、津久見市、

保戸島、上浦町、

佐伯市、米水津村、

上入津、下入津、

蒲江、名護屋）

［現：大分県漁協］

鶴見町漁協

新設合併

（県単一漁協）

１４．１１．１ １４．１１．１

貯払い資金の貸付

０．５８億円

（１４．１１．１ 実施）

（第１回配当後 ０．３８億円）

（第２回配当後 ０．２５億円）

（第３回(最終)配当後

０．２３億円）

勝英農協 大原町農協 付保貯金移転

１４．１１．５ １４．１１．５

７７．５４億円

全国 ７０.９２億円

（第１回配当後４７．８４億円）

（第２回配当後３１．５２億円）

（第３回(最終)配当後

２８．２６億円）

地元 ０．６４億円

（第１回配当後 ０．４２億円）

（第２回配当後 ０．２８億円）

（第３回(最終)配当後

０．２５億円）

債務の保証限度額

６２．８７億円

（１４．１１．５実施）

（債務の保証履行

４１．６９億円）

（１５．９．１６実施）

（第２回配当後２７．４８億円）

（第３回(最終)配当後

２４．８２億円）

１５．８．８ １５．８．２６
資産買取り１０．２９億円

（１５．８．２７実施）

*大原町農協の第１回配当は平成１５年８月２８日、第２回配当は平成１７年６月３０日、第３回配当は平成２２年１２月１０日に実施された。
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（資料 ５）

資金援助の実績

（平成２７年３月末現在）

① 鹿児島市農協(鹿児島県:昭和６２年７月２７日、平成４年２月１７日、平成９年３月２５日

運営委員会議決)

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 鹿児島市農協

救 済 組 合
田上農協

（現：かごしま中央農協）

コープファイナンス(株)が一部の固定化

債権の回収、償却を行う

救 済 方 法 合 併

再 建 計 画 現行計画(H9～H13)
再建期間は､昭和 62年以降 15年間(当初

22年)

資 金 援 助 の 相 手 鹿児島県信農連 全国農協相援制度を通じて援助

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 分割贈与(利子補給等)

援 助 額

(S62～H8) 3.5億円/年 相援5.8億円､農中5.7億円､県内15億円

(H9～H13) 4.96億円/年
相援 8.22 億円､農中 8.07 億円､県内

21.25 億円

資 金 援 助 実 施 日 毎事業年度末

② トキワ園芸農協（茨城県：平成６年３月２３日、平成１１年２月１８日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 新みのり信用農協
トキワ園芸農協の信用事業を譲受した新

設農協

救 済 組 合 美野里町農協

救 済 方 法 合 併

再 建 計 画 平成 11年度中に償却を完了
再建期間は､当初平成 6年度以降 15 年間

(平成 11年度に残り 10年を一括処理)

資 金 援 助 の 相 手 美野里町農協 全国農協相援は､別途支援

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 分割贈与､平成 11年度一括贈与

援 助 額

(H6～H10) 0.75億円/年
他に､相援 0.2 億円､農中 0.55 億円､県内

1.5 億円

(H11) 6.56 億円
他に､相援1.54億円､農中4.19億円､県内

12.29 億円

資 金 援 助 実 施 日
(H6～H10) 毎事業年度末

(H11)平成 11年 4月 1日

③ 黒井漁協（山口県：平成９年３月２５日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 黒井漁協

救 済 組 合
なぎさ漁協

（現：山口県漁協）
信用事業のみを行う新設漁協

救 済 方 法 信用事業全部譲渡 黒井漁協は、経済事業のみを行う

資 金 援 助 の 相 手 なぎさ漁協 全国漁協相援は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 一括贈与

援 助 額 11.9 億円
他に､相援 2.66億円､県内 14.6 億円

(県系統組織は､別途 13.89億円)

資 金 援 助 実 施 日 平成 9年 6月 23日
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④ 高松東部農協（香川県：平成９年７月４日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 高松東部農協

救 済 組 合
高松市中央農協

（現：香川県農協）
隣接農協

救 済 方 法 信用事業全部譲渡 全事業譲渡

資 金 援 助 の 相 手 高松市中央農協 全国農協相援は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 一括贈与

援 助 額 36.8 億円 他に､相援 8.2億円､県内 85億円

資 金 援 助 実 施 日 平成 9年 10月 1日

⑤ 広陵町農協（奈良県：平成１０年３月２６日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 広陵町農協

救 済 組 合
桜井しき農協

（現：奈良県農協）
隣接農協

救 済 方 法 合 併

資 金 援 助 の 相 手 桜井しき農協 全国農協相援は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 一括贈与

援 助 額 61.8 億円 他に､相援 13.7億円､県内 75.5 億円

資 金 援 助 実 施 日 平成 10年 4月 1日

⑥ 栃木市農協（栃木県：平成１１年２月１８日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 栃木市農協

救 済 組 合
壬生町農協、都賀町農協、

大平町農協（現 下野農協）
隣接農協

救 済 方 法 新設合併 ４農協が合併し、下野農協を新設

資 金 援 助 の 相 手 栃木県信農連 全国農協相援制度を通じて援助

資 金 援 助 の 方 法
金銭贈与

資金貸付

一括贈与

信連への貸付(貸付債権買取費用分)

援 助 額
金銭贈与 11.97億円

資金貸付 19億円

他に､相援 2.6億円､県内 29.15 億円

資 金 援 助 実 施 日
金銭贈与:平成 11年 3月 1日

資金貸付:平成 11年 4月 1日

⑦ 舞鶴信用漁協（京都府：平成１１年３月２６日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 舞鶴信用漁協

救 済 組 合 京都府信漁連

救 済 方 法 信用事業全部譲渡 共済事業譲渡後解散

資 金 援 助 の 相 手 京都府信漁連 全国漁協相援は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 一括贈与

援 助 額 20.86 億円 他に､相援 2.5億円､府内 23.40 億円

資 金 援 助 実 施 日 平成 11年 4月 1日
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⑧ 道下信用農協（富山県：平成１１年３月２６日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 道下信用農協

救 済 組 合 魚津市農協 隣接農協

救 済 方 法 合 併

資 金 援 助 の 相 手 魚津市農協 全国農協相援は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 一括贈与

援 助 額 5.86 億円 他に､相援 0.42億円､県内 12.56 億円

資 金 援 助 実 施 日 平成 11年 4月 1日

⑨ 名瀬市農協・笠利町農協（鹿児島県：平成１１年６月２２日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 名瀬市農協・笠利町農協

救 済 組 合 奄美農協（現 あまみ農協） 隣接農協

救 済 方 法 信用事業全部譲渡・合併
名瀬市農協…全事業譲渡

笠利町農協…合併

資 金 援 助 の 相 手 奄美農協 全国農協相援は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 一括贈与

援 助 額 4.19 億円 他に､相援 0.91億円､県内 10.22 億円

資 金 援 助 実 施 日 平成 11年 7月 1日

⑩ 長崎市式見漁協（長崎県：平成１１年６月２２日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 長崎市式見漁協

救 済 組 合 長崎市新三重漁協 隣接漁協

救 済 方 法 合 併

資 金 援 助 の 相 手 長崎市新三重漁協 全国漁協相援は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 一括贈与

援 助 額 3.53 億円 他に､相援 0.78億円､県内 4.84 億円

資 金 援 助 実 施 日 平成 11年 9月 1日

⑪ 長崎市農協（長崎県：平成１２年３月２８日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 長崎市農協

救 済 組 合
東長崎農協

（現：長崎西彼農協）
隣接農協

救 済 方 法 合 併

資 金 援 助 の 相 手 東長崎農協 全国農協相援は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法
金銭贈与

劣後ローン供与

一括贈与

自己資本の充実

援 助 額
金銭贈与 135億円

劣後ローン 5億円

他に､相援 19億円､県内 54.7億円

資 金 援 助 実 施 日
金銭贈与 :平成12年 4月 3日

劣後ローン:平成 12年 4月 20日
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⑫ 萩小畑漁協・大井浦漁協（山口県：平成１３年２月２２日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 萩小畑漁協･大井浦漁協

救 済 組 合
阿武萩地区 12漁協

(現:山口県漁協)

救 済 方 法 新設合併
阿武萩地区 14 漁協が合併し､山口はぎ漁

協(地区単一漁協)を新設

資 金 援 助 の 相 手 山口はぎ漁協 全国漁協相援は､別途支援

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 一括贈与

援 助 額 17.35 億円 他に､相援 2.94億円､県内 12億円

資 金 援 助 実 施 日 平成 13年 4月 2日

⑬ 釧路市農協（北海道：平成１３年７月２４日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 釧路市農協

救 済 組 合
阿寒町農協

（現：阿寒農協）
隣接農協

救 済 方 法 合併

資 金 援 助 の 相 手 阿寒町農協 全国農協相援は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法

金銭贈与

劣後ローン供与

資産買取り

一括贈与

自己資本の充実

(株)整理回収機構に資産買取りを委託

援 助 額

金銭贈与 40.57 億円

劣後ローン 2.50 億円

資産買取り 1.95 億円

他に､相援 9.02億円､道内 49.6 億円

資 金 援 助 実 施 日

金銭贈与 :平成 13年 8月 13日

劣後ローン:平成 13年 8月 13日

資産買取り:平成 13年 7月 31日

⑭ 日生町信用農協（岡山県：平成１３年１２月１１日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 日生町信用農協

救 済 組 合
岡山県信農連

（18.3.31解散）

救 済 方 法 信用事業全部譲渡 信用事業譲渡の日に解散

資 金 援 助 の 相 手 岡山県信農連 全国農協相援は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法
金銭贈与

資産買取り

一括贈与(特別資金援助)

(株)整理回収機構に資産買取りを委託

援 助 額

金銭贈与 212.47 億円

(減額後 207.28 億円)

資産買取り 30.31 億円

他に､相援 30.05億円､県内 88億円

資 金 援 助 実 施 日
金銭贈与 :平成 14年 1月 4日

資産買取り:平成13年12月17日
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⑮ 湧別町畜産農協（北海道：平成１４年１月２３日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 湧別町畜産農協

救 済 組 合
湧別農協・芭露農協

（現：湧別町農協）
隣接農協

救 済 方 法 新設合併 3農協が合併し､湧別町農協を新設

資 金 援 助 の 相 手 湧別町農協

資 金 援 助 の 方 法
金銭贈与

劣後ローン供与

一括贈与(特別資金援助)

自己資本の充実

援 助 額

金銭贈与 7.93 億円

(減額後 7.34 億円)

劣後ローン 1.17 億円

他に､農林中金 2.34億円(債権放棄)

資 金 援 助 実 施 日
金銭贈与 :平成 14年 2月 5日

劣後ローン:平成14年 2月 13日

⑯ 沖縄県下８農協（沖縄県：平成１４年３月１３日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合

やんばる農協・伊平屋村農協・

伊是名村農協・ゆいな農協・

沖縄市コザ農協・島尻東農協・

久米島農協・八重山郡農協

救 済 組 合
沖縄県 19農協

(現:沖縄県農協)

救 済 方 法 新設合併
県下 27 農協が合併し､沖縄県農協(県単

一農協)を新設

資 金 援 助 の 相 手 沖縄県農協 ＪＡバンク支援基金は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法
金銭贈与

資産買取り(6農協)

一括贈与(特別資金援助)

(株)整理回収機構に資産買取りを委託

援 助 額

金銭贈与 222.55 億円

（減額後 221.55 億円）

資産買取り 11.34 億円

他に､支援基金 25.56 億円､県内 33.03 億

円

資 金 援 助 実 施 日
金銭贈与 :平成 14年 4月 9日

資産買取り:平成14年 3月 22日

⑰ 与那国町農協（沖縄県：平成１４年３月１３日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 与那国町農協

救 済 組 合
沖縄県信農連

（現：沖縄県農協）

救 済 方 法 信用事業全部譲渡 信用事業譲渡の日に解散

資 金 援 助 の 相 手 沖縄県信農連 ＪＡバンク支援基金は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 一括贈与(特別資金援助)

援 助 額 3.94 億円 他に､支援基金 0.46億円､県内 0.59 億円

資 金 援 助 実 施 日 平成 14年 4月 1日
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⑱ 八千代町農協（広島県：平成１４年３月１３日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 八千代町農協

救 済 組 合
高田郡農協

（現：広島北部農協）
隣接農協

救 済 方 法 合併

資 金 援 助 の 相 手 高田郡農協 ＪＡバンク支援基金は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法

金銭贈与

資産買取り

一括贈与

系統債権管理回収機構(株)に資産買取り

を委託

援 助 額

金銭贈与 27.80 億円

(減額後 24.35 億円)

資産買取り 13.41 億円

他に､支援基金6.17億円､県内27.17億円

資 金 援 助 実 施 日
金銭贈与 :平成 14年 4月 10日

資産買取り:平成14年 3月 25日

⑲ 広島安佐農協（広島県：平成１４年３月１３日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 広島安佐農協

救 済 組 合 広島市農協 隣接農協

救 済 方 法 合併

資 金 援 助 の 相 手 広島市農協 ＪＡバンク支援基金は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法
金銭贈与

資産買取り

一括贈与

(株)整理回収機構に資産買取りを委託

援 助 額

金銭贈与 20.53 億円

(減額後 19.04 億円)

資産買取り 12.10 億円

他に､支援基金4.56億円､県内39.81億円

資 金 援 助 実 施 日
金銭贈与 :平成14年4月10日

資産買取り:平成14年3月25日

⑳ 府中市農協・新市農協（広島県：平成１４年３月１３日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 府中市農協・新市農協

救 済 組 合
福山北農協

（現：福山市農協）
隣接農協

救 済 方 法 合併

資 金 援 助 の 相 手 福山北農協 ＪＡバンク支援基金は、別途支援

資 金 援 助 の 方 法
金銭贈与

資産買取り

一括贈与

(株)整理回収機構に資産買取りを委託

援 助 額

金銭贈与 20.25 億円

(減額後 17.25 億円)

資産買取り 9.18 億円

他に､支援基金4.50億円､県内16.91億円

資 金 援 助 実 施 日
金銭贈与 :平成14年 6月 11日

資産買取り:平成14年 3月 25日
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○21 鶴見町漁協（大分県：平成１４年３月１３日運営委員会議決）

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 鶴見町漁協

救 済 組 合
大分県 26漁協

(現:大分県漁協)

救 済 方 法 新設合併
県下 27 漁協が合併し､大分県漁協(県単

一漁協)を新設

資 金 援 助 の 相 手 大分県漁協 全国漁協相援は､別途支援

資 金 援 助 の 方 法 金銭贈与 一括贈与

援 助 額 4.17 億円 他に､相援 0.93億円､県内 5.14 億円

資 金 援 助 実 施 日 平成 14年 4月 18日

○22 大原町農協 岡山県：平成１４年１１月１日運営委員会議決 貯払い資金の貸付け

：平成１４年１１月５日運営委員会議決 債務の保証

：平成１５年８月８日運営委員会議決 資産買取り

項 目 内 容 備 考

経 営 困 難 組 合 大原町農協

救 済 組 合 勝英農協 隣接農協

救 済 方 法 付保貯金の移転

資 金 援 助 の 相 手 勝英農協 ＪＡバンク支援基金は、別途支援

資金援助等の方法

貯払い資金の貸付

債務の保証

資産の買取り

債務の保証履行

㈱整理回収機構・系統債権管理回収機構

㈱に資産買取りを委託

援 助 額

貯払い資金の貸付 0.58 億円

(第 1回配当後 0.38 億円)

(第２回配当後 0.25 億円)

(第３回(最終)配当後

0.23 億円)

債務の保証限度額 62.87 億円

(債務の保証履行 41.69 億円)

(第２回配当後 27.48 億円)

(第３回(最終)配当後

24.82億円)

資産買取り 10.29 億円

第 1回配当日 ：平成 15年 8月 28日

第 2回配当日 ：平成 17年 6月 30日

第 3回配当日 ：平成 22年 12月 10日

債務の保証履行日 ：平成 15年 9月 16日

資金援助等実施日

貯払い資金の貸付

：平成 14年 11月 1日

債務の保証

: 平成 14年 11月 5日

資産買取り

: 平成 15年 8月 27日
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（資料 ６）

立入検査の実施状況（平成２６事業年度）
農業協同組合に対する検査の実施状況

都道府県名 組 合 名 立入検査開始日 立入検査終了日 単独・同行検査の別

1 佐賀県 伊万里市農業協同組合 26. 5. 21（水） 26. 5. 23（金） 単独検査

2 岐阜県 ぎふ農業協同組合 26. 5. 26（月） 26. 5. 28（水） 単独検査

3 北海道 札幌市農業協同組合 26. 6. 4（水） 25. 6. 6（金） 単独検査

4 福井県 敦賀美方農業協同組合 26. 6. 9（月） 26. 6. 11（水） 単独検査

5 茨城県 水戸農業協同組合 26. 6. 18（水） 25. 6. 20（金） 単独検査

6 栃木県 那須南農業協同組合 26. 6. 24（火） 26. 6. 26（木） 単独検査

7 高知県 高知市農業協同組合 26. 7. 2（水） 26. 7. 4（金） 単独検査

8 埼玉県 あゆみ野農業協同組合 26. 7. 9（水） 25. 7. 11（金） 単独検査

9 岩手県 花巻農業協同組合 26. 7. 16（水） 26. 7. 18（金） 単独検査

10 東京都 東京南農業協同組合 26. 7. 23（水） 26. 7. 25（金） 単独検査

11 福島県 伊達みらい農業協同組合 26. 7. 30（水） 26. 8. 1（金） 単独検査

12 群馬県 佐波伊勢崎農業協同組合 26. 8. 20（水） 26. 8. 22（金） 単独検査

13 静岡県 富士市農業協同組合 26. 8. 27（水） 26. 8. 29（金） 単独検査

14 徳島県 板野郡農業協同組合 26. 9. 3（水） 26. 9. 5（金） 単独検査

15 大阪府 堺市農業協同組合 26. 9. 10（水） 26. 9. 12（金） 単独検査

16 長野県 信州諏訪農業協同組合 26. 9. 17（水） 26. 9. 19（金） 単独検査

17 福岡県 福岡京築農業協同組合 26. 9. 24（水） 26. 9. 26（金） 単独検査

18 東京都 東京スマイル農業協同組合 26. 10. 1（水） 26. 10. 3（金） 単独検査

19 新潟県 新潟みらい農業協同組合 26. 10. 8（水） 26. 10. 10（金） 単独検査

20 広島県 三原農業協同組合 26. 10. 15（水） 26. 10. 17（金） 単独検査

21 岡山県 岡山西農業協同組合 26. 10. 22（水） 26. 10. 24（金） 単独検査

22 鹿児島県 いぶすき農業協同組合 26. 10. 29（水） 26. 10. 31（金） 単独検査

23 福岡県 久留米市農業協同組合 26. 11. 5（水） 26. 11. 7（金） 単独検査

24 大分県 大分県農業協同組合 26. 11. 12（水） 26. 11. 14（金） 単独検査

25 愛知県 あいち三河農業協同組合 26. 11. 19（水） 26. 11. 21（金） 単独検査

26 長崎県 長崎県央農業協同組合 26. 11. 26（水） 26. 11. 28（金） 単独検査

27 千葉県 安房農業協同組合 26. 12. 3（水） 26. 12. 5（金） 単独検査

28 滋賀県 レーク大津農業協同組合 26. 12. 10（水） 26. 12. 12（金） 同行検査

29 宮城県 みやぎ登米農業協同組合 26. 12. 17（水） 26. 12. 19（金） 単独検査

30 和歌山県 みくまの農業協同組合 27. 1. 7（水） 27. 1. 9（金） 単独検査
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都道府県名 組 合 名 立入検査開始日 立入検査終了日 単独・同行検査の別

31 神奈川県 湘南農業協同組合 27. 1. 14（水） 27. 1. 16（金） 単独検査

32 富山県 いみず野農業協同組合 27. 1. 28（水） 27. 1. 30（金） 単独検査

33 長野県 グリーン長野農業協同組合 27. 1. 28（水） 27. 1. 30（金） 単独検査

34 愛知県 蒲郡市農業協同組合 27. 2. 18（水） 27. 2. 20（金） 単独検査

35 兵庫県 あかし農業協同組合 27. 2. 25（水） 27. 2. 27（金） 単独検査

36 青森県 八戸農業協同組合 27. 3. 4（水） 27. 3. 6（金） 単独検査

37 三重県 伊賀北部農業協同組合 27. 3. 11（水） 27. 3. 13（金） 単独検査

38 山口県 岩国市農業協同組合 27. 3. 18（水） 27. 3. 20（金） 単独検査

（注） 「同行検査」とは、都道府県知事より検査命令を受けた機構が、都道府県の実施する検査に同行して検査を実施した検査。

「単独検査」とは、都道府県知事より検査命令を受けた機構が、単独で実施した検査。
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（資料 ７）

貯金者デ－タ検証事業の実施状況（平成26事業年度）

組合に対する貯金者デ－タ検証事業の実施状況

都道府県名 組 合 区 分 組 合 名 契約締結日 ﾃﾞｰﾀ検証開始日 分析結果通知日

1 福岡県 農協 田川農業協同組合 26. 6. 30（月） 26. 7. 18（金） 26. 9. 4（木）

2 富山県 農協 なのはな農業協同組合 26. 7. 2（水） 26. 7. 18（金） 26. 9. 12（金）

3 青森県 信漁連 青森県信用漁業協同組合連合会 26. 7. 7（月） 26. 9. 5（金） 26. 10. 23（木）

4 埼玉県 農協 あさか野農業協同組合 26. 7. 9（水） 26. 7. 18（金） 26. 8. 29（金）

5 新潟県 農協 北越後農業協同組合 26. 7. 10（木） 26. 7. 18（金） 26. 10. 3（金）

6 茨城県 農協 北つくば農業協同組合 26. 7. 10（木） 26. 8. 8（金） 26. 9. 17（水）

7 新潟県 信漁連 新潟県信用漁業協同組合連合会 26. 7. 14（月） 26. 9. 5（金） 26. 10. 23（木）

8 千葉県 農協 ちばみどり農業協同組合 26. 7. 14（月） 26. 10. 3（金） 26. 11. 25（火）

9 静岡県 農協 清水農業協同組合 26. 7. 15（火） 26. 8. 8（金） 26. 9. 29（月）

10 静岡県 農協 御殿場農業協同組合 26. 7. 16（水） 26. 8. 8（金） 26. 9. 29（月）

11 岩手県 信漁連 岩手県信用漁業協同組合連合会 26. 7. 18（金） 26. 9. 5（金） 26. 10. 23（木）

12 神奈川県 農協 かながわ西湘農業協同組合 26. 7. 23（水） 26. 8. 8（金） 26. 10. 1（水）

13 佐賀県 信漁連 佐賀県信用漁業協同組合連合会 26. 7. 23（水） 26. 9. 5（金） 26. 11. 4（火）

14 愛知県 農協 尾張中央農業協同組合 26. 7. 23（水） 26. 10. 3（金） 26. 12. 1（月）

15 大阪府 農協 大阪市農業協同組合 26. 7. 24（木） 26. 10. 3（金） 26. 12. 4（木）

16 群馬県 農協 邑楽館林農業協同組合 26. 7. 25（金） 26. 10. 3（金） 26. 11. 4（火）

17 神奈川県 農協 秦野市農業協同組合 26. 7. 25（金） 26. 10. 3（金） 26. 12. 8（月）

18 富山県 信漁連 富山県信用漁業協同組合連合会 26. 7. 28（月） 26. 9. 5（金） 26. 10. 23（木）

19 高知県 信漁連 高知県信用漁業協同組合連合会 26. 7. 29（火） 26. 9. 5（金） 26. 10. 23（木）

20 沖縄県 信漁連 沖縄県信用漁業協同組合連合会 26. 7. 31（木） 26. 9. 5（金） 26. 11. 4（火）

21 東京都 農協 八王子市農業協同組合 26. 8. 18（月） 26. 10. 3（金） 26. 12. 3（水）

22 東京都 農協 東京みらい農業協同組合 26. 8. 22（金） 26. 10. 3（金） 26. 11. 18（金）

23 長野県 農協 ながの農業協同組合 26. 9. 1（月） 26. 10. 3（金） 27. 1. 6（火）

24 長野県 農協 松本ハイランド農業協同組合 26. 9. 4（木） 26. 10. 3（金） 26. 12. 19（金）



(資料 ８－１)

組合数・総貯金・被保険貯金・保険料 (昭和 48事業年度から平成 12事業年度まで)

農 協 漁 協 計
総 貯 金
(億円）

被保険貯金
(億円)

保 険 料
(百万円)

総 貯 金
(億円）

被保険貯金
(億円)

保 険 料
(百万円)

総 貯 金
(億円）

被保険貯金
(億円)

保 険 料
(百万円)

5,428 1,832 7,260 93,268 91,671 183 4,016 3,934 8 97,284 95,605 191

5,202 1,833 7,035 113,187 111,007 666 5,202 5,110 31 118,389 116,117 697

4,904 1,808 6,712 130,133 128,077 769 5,872 5,794 35 136,005 133,871 803

4,846 1,800 6,646 152,478 149,839 899 7,047 6,954 42 159,525 156,793 941

4,800 1,798 6,598 173,203 170,207 1,021 8,325 8,205 49 181,528 178,412 1,070

4,653 1,799 6,452 194,374 190,695 1,144 10,021 9,868 59 204,394 200,563 1,203

4,633 1,808 6,441 219,334 215,074 1,290 11,220 11,039 66 230,555 226,113 1,357

4,605 1,795 6,400 244,556 239,369 1,437 12,178 11,960 72 256,734 251,330 1,508

4,578 1,797 6,375 268,700 262,934 1,578 12,807 12,557 75 281,508 275,490 1,653

4,480 1,793 6,273 295,243 288,788 1,733 13,790 13,499 81 309,033 302,287 1,814

4,424 1,792 6,216 317,096 309,932 1,860 14,807 14,486 87 331,904 324,418 1,946

4,385 1,790 6,175 337,599 329,693 1,980 15,231 14,869 89 352,830 344,562 2,069

4,369 1,787 6,156 362,248 354,167 2,125 15,997 15,596 94 378,245 369,763 2,219

4,321 1,790 6,111 387,802 378,738 3,282 16,545 16,113 140 404,346 394,851 3,422

4,243 1,783 6,026 407,772 397,779 4,270 17,018 16,536 178 424,790 414,315 4,448

4,113 1,776 5,889 432,403 421,080 4,948 18,016 17,477 205 450,419 438,557 5,153

(注) １． 対象組合数は、 各年６月３０日現在 （ただし、昭和４８年は９月２９日現在)
２． 対象組合は、 貯金残高を有する組合

３． 保険料率 ・ 一般保険料 昭和４ ８事業年度から昭和６ ０事業年度まで･･･0. 006％ （ただし、昭和４８事業年度は９月～１２月の４カ月分）

昭和６１事業年度･･･0. 01％、 昭和６２事業年度･･･0. 011％

昭和６３事業年度から平成７事業年度まで･･･0. 012％

４． 各係数は、単位未満を四捨五入

55

合 計対象組合数

48

49

農 協 漁 協

60

62

63

56

59

61

50

51

53

54

52

57

58

区
分

事
業
年
度
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農 協 漁 協 計
総 貯 金
(億円）

被保険貯金
(億円)

保 険 料
(百万円)

総 貯 金
(億円）

被保険貯金
(億円)

保 険 料
(百万円)

総 貯 金
(億円）

被保険貯金
(億円)

保 険 料
(百万円)

3,881 1,762 5,643 465,495 451,743 5,421 18,876 18,266 219 484,372 470,009 5,640

3,742 1,755 5,497 512,614 496,383 5,957 20,089 19,412 233 532,703 515,794 6,190

3,597 1,746 5,343 561,603 543,042 6,516 21,112 20,305 244 582,715 563,346 6,760

3,389 1,733 5,122 606,642 586,235 7,034 21,950 21,036 252 628,592 607,270 7,287

3,109 1,682 4,791 630,325 608,208 7,298 22,203 21,244 255 652,528 629,451 7,553

2,819 1,547 4,366 654,711 632,010 7,584 21,245 20,285 243 675,955 652,295 7,828

2,586 1,444 4,030 676,965 653,914 7,847 20,133 19,178 230 697,098 673,092 8,077

2,357 1,387 3,744 676,306 653,046 10,122 27,926 22,854 332 704,232 675,900 10,454
(17) (17) 4,571 160 4,731

2,158 1,275 3,433 677,631 654,435 11,772 27,567 22,755 409 705,198 677,190 12,182
(19) (19) 7,848 273 8,121

1,903 1,173 3,076 684,957 661,973 11,905 29,356 23,208 418 714,314 685,180 12,323
(22) (22) 7,937 278 8,215

1,656 991 2,647 690,549 666,237 11,990 30,180 23,616 424 720,729 689,853 12,414
(26) (26) 7,993 282 8,276

1,484 885 2,369 703,068 675,520 12,149 30,029 23,299 419 733,097 698,819 12,568
(26) (26) 8,099 280 8,379

(注) １． 対象組合数は、 各年６月３０日現在
２． 対象組合は、 貯金残高を有する組合

３． 漁協には、 平成８事業年度以降、 特定漁連を含む （組合数欄の下段に括弧書き内数表示）

４． 特別保険料は、 平成８事業年度以降下段に外数として表示

５． 保険料率 ・ 一般保険料 昭和 ６ ３ 事業年度から平成 ７ 事業年度まで･･･0. 012％、 平成 ８ 事業年度から平成 １ ２ 事業年度まで･･･0. 018％

・ 特別保険料 平成８事業年度から平成１２事業年度まで･･･0. 012％

６． 各係数は、単位未満を四捨五入

対象組合数 農 協 漁 協 計

1

8

9

5

3

4

6

7

10

11

12

2

区
分

事
業
年
度

－48－



(資料 ８－２)

組合数・総貯金・被保険貯金・保険料 (平成 13 事業年度以降)

総 貯 金 被保険貯金 保 険 料 総 貯 金 被保険貯金 保 険 料 総 貯 金 被保険貯金 保 険 料 総 貯 金 被保険貯金 保 険 料 総 貯 金 被保険貯金 保 険 料 総 貯 金 被保険貯金 保 険 料
(億円) (億円) (百万円) (億円) (億円) (百万円) (億円) (億円) (百万円) (億円) (億円) (百万円) (億円) (億円) (百万円) (億円) (億円) (百万円)

1,216 721,453 720,258 12,955 762 14,507 14,432 259 46 493,173 26,021 351 34 24,163 12,150 212 1 356,192 24,883 336 2,059 1,609,488 797,743 14,113
8,637 173 234 141 224 9,409

1,074 732,373 731,252 15,198 558 12,470 12,455 286 46 505,786 27,234 530 34 24,833 13,400 279 1 380,116 26,536 639 1,713 1,655,578 810,876 16,932

967 742,495 741,734 15,950 444 11,518 11,507 273 46 512,636 23,652 489 34 23,444 13,106 286 1 390,943 23,674 582 1,492 1,681,036 813,673 17,580

919 756,084 755,645 11,203 386 10,746 10,753 163 46 499,734 21,416 314 34 22,826 13,300 198 1 394,250 23,421 356 1,386 1,683,641 824,535 12,235

892 773,173 772,890 10,827 323 9,849 9,788 137 46 497,432 20,286 286 33 22,376 13,502 189 1 395,882 22,803 323 1,295 1,698,712 839,269 11,763

855 790,113 788,189 11,080 194 8,699 8,703 122 42 496,333 19,564 279 32 22,261 14,009 198 1 412,865 20,979 299 1,124 1,730,272 851,444 11,978

821 798,518 798,228 11,221 178 8,718 8,526 120 41 501,654 19,250 275 31 20,903 13,810 195 1 398,267 17,038 243 1,072 1,728,060 856,852 12,054

778 816,133 815,401 11,454 173 8,965 8,968 126 38 514,333 18,557 265 30 20,230 13,192 186 1 398,423 12,875 185 1,020 1,758,085 868,993 12,216

747 831,874 830,864 11,665 163 8,908 8,914 125 36 519,653 18,594 266 30 20,185 13,244 187 1 383,970 11,232 161 977 1,764,590 882,848 12,404

728 845,519 844,357 11,864 162 8,943 8,948 126 36 522,553 20,168 291 30 20,091 13,118 185 1 382,575 14,904 214 957 1,779,682 901,495 12,680

724 857,830 856,437 12,031 153 8,795 8,799 124 36 534,465 22,389 321 30 20,380 13,407 189 1 397,599 12,234 177 944 1,819,069 913,266 12,842

719 879,298 877,956 12,333 145 8,769 8,773 123 36 549,124 22,964 327 30 20,741 13,862 196 1 418,435 8,502 124 931 1,876,367 932,058 13,104

712 896,681 895,303 12,575 137 8,759 8,763 123 35 561,003 23,798 339 30 21,203 14,421 204 1 439,804 8,208 120 915 1,927,450 950,493 13,362

708 913,715 912,424 12,816 121 8,356 8,359 118 35 569,536 24,717 353 30 22,036 15,263 216 1 485,568 8,448 124 895 1,999,211 969,211 13,627

１．平成１３年４月から、信農連、信漁連及び農林中金が制度の対象に追加された
２． 対象組合数は、 各年 ６ 月 ３ ０ 日現在
３． 対象組合は、 貯金残高を有する組合
４． 平成 １ ３ 事業年度の特別保険料は、 下段に外数として表示
５． 総貯金及び被保険貯金 平成 １ ３ 事業年度までは、 その年の ３ 月 ３ １ 日の残高

平成 １ ４ 事業年度以降は、 前年の ４ 月 １ 日からその年の ３ 月 ３ １ 日までの営業日平残
６． 保険料率 ・ 一般保険料 平成 １ ３ 事業年度･･･0.018％ （ただし、 信農連 ・ 信漁連 ・ 農林中金にあっては9カ月分）

平成 １ ４ 事業年度･･･特定貯金 0.034％、 その他貯金等 0.017％
平成 １ ５ 事業年度･･･決済用貯金 0.034％、 一般貯金等 0.017％
平成 １ ６ 事業年度以降･･･決済用貯金 0.017％、 一般貯金等 0.014％
平成 ２ ２ 事業年度以降･･･決済用貯金 0.018％、 一般貯金等 0.014％

・ 特別保険料 平成 １ ３ 事業年度･･･0.012％ （ただし、 信農連 ・ 信漁連 ・ 農林中金にあっては9カ月分）
平成 １ ４ 事業年度以降なし

７． 各係数は、単位未満を四捨五入
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（資料 ９）

（単位：千円）

組合数 保険料 組合数 保険料 連合会数 保険料 連合会数 保険料
北海道 110 439,192 70 69,040 1 29,371 1 7,781
青 森 10 68,587 1 982 - - 1 6,410
岩 手 8 145,274 - - 1 5,451 1 22,539
宮 城 15 176,735 1 14,147 - - - -
秋 田 15 105,803 - - - - - -
山 形 18 133,138 1 722 - - - -
福 島 17 230,005 2 1,224 - - 1 1,336
茨 城 26 224,539 - - 1 10,030 1 3,077
栃 木 11 220,268 - - - - - -
群 馬 15 200,244 - - 1 487 - -
埼 玉 21 552,317 - - 1 15,348 - -
千 葉 21 340,181 - - 1 1,743 1 9,131
東 京 15 488,276 - - 1 5,228 1 883
神奈川 14 821,292 - - 1 9,023 1 2,157
山 梨 11 88,547 - - 1 4,129 - -
長 野 23 410,353 - - 1 32,256 - -
静 岡 18 676,568 - - 1 7,935 1 16,033
新 潟 25 301,949 - - 1 8,319 1 3,745
富 山 17 183,656 - - - - 1 4,579
石 川 17 159,685 - - 1 6,491 1 6,062
福 井 12 118,356 - - 1 3,468 1 5,910
岐 阜 7 408,157 - - 1 8,386 - -
愛 知 20 1,051,777 1 936 1 15,021 1 10,179
三 重 12 307,317 - - 1 9,643 1 12,241
滋 賀 16 201,422 - - 1 3,234 - -
京 都 5 172,080 - - 1 4,807 1 6,062
大 阪 14 623,381 - - 1 30,701 - -
兵 庫 14 724,546 - - 1 39,936 1 9,535
奈 良 1 174,187 - - - - - -
和歌山 8 213,850 - - 1 10,589 1 5,899
鳥 取 3 68,930 - - 1 2,305 1 3,150
島 根 11 128,071 1 5,943 1 10,087 - -
岡 山 9 238,256 - - - - - -
広 島 13 355,967 - - 1 3,908 1 10,106
山 口 12 171,772 1 8,313 1 4,426 - -
徳 島 16 112,383 - - 1 3,167 1 4,224
香 川 1 224,366 1 338 1 1,414 1 6,988
愛 媛 12 237,092 3 1,277 1 3,001 1 9,698
高 知 15 123,463 - - 1 10,823 1 4,897
福 岡 20 365,990 - - 1 3,528 1 6,218
佐 賀 4 119,554 - - 1 14,432 1 13,324
長 崎 7 91,433 27 7,037 - - 1 8,872
熊 本 14 136,359 1 912 - - - -
大 分 6 91,408 1 3,600 1 4,835 - -
宮 崎 13 105,125 10 3,543 1 9,375 1 1,640
鹿児島 15 174,324 - - 1 20,207 1 9,332
沖 縄 1 109,892 - - - - 1 3,522
合計 708 12,816,066 121 118,013 35 353,104 30 215,530

保 険 料
123,799

組合数 保 険 料
総 計 895 13,626,512

（注）各計数は、単位未満を四捨五入

平成２６事業年度保険料（都道府県別）

都道府県 農 協 漁 協 信農連 信漁連

農林中央金庫
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（資料 １０）

事 業 年 度 別 損 益 の 状 況
（単位：百万円）

事業年度
収 益 費 用 差引剰余金

(責任準備
金繰入れ)

責任準備金
残 高

（年度末）保険料 その他 計 経費 その他 計

48 191 19 210 14 － 14 195 195

49 696 67 764 35 － 35 728 924

50 803 170 973 59 － 59 913 1,837

51 940 234 1,175 87 － 87 1,087 2,925

52 1,070 312 1,382 61 － 61 1,320 4,245

53 1,203 407 1,610 67 － 67 1,543 5,789

54 1,356 483 1,839 68 － 68 1,771 7,560

55 1,508 706 2,215 70 － 70 2,145 9,705

56 1,652 857 2,510 88 － 88 2,422 12,127

57 1,813 1,062 2,876 81 － 81 2,794 14,922

58 1,946 1,299 3,245 80 － 80 3,165 18,088

59 2,069 1,544 3,614 86 － 86 3,527 21,615

60 2,218 1,734 3,952 99 － 99 3,853 25,469

61 3,421 1,973 5,395 120 － 120 5,274 30,744

62 4,447 2,124 6,572 114 350 464 6,107 36,852

63 5,153 2,298 7,451 122 350 472 6,979 43,831

1 5,640 2,594 8,234 141 350 491 7,742 51,574

2 6,189 3,191 9,380 152 350 502 8,878 60,452

3 6,760 3,909 10,669 156 350 506 10,163 70,615

4 7,286 4,421 11,708 153 350 503 11,204 81,820

5 7,553 4,804 12,357 208 350 558 11,799 93,619

6 7,827 4,998 12,826 212 425 637 12,188 105,808

7 8,077 4,458 12,535 229 425 654 11,880 117,689

8 15,185 4,078 19,263 298 425 723 18,540 136,229

9 20,303 3,785 24,088 401 5,441 5,842 18,246 154,475

10 20,537 3,530 24,067 417 7,948 8,365 15,702 170,178

11 20,689 3,323 24,013 429 4,596 5,025 18,987 189,165

12 20,947 3,027 23,974 509 13,996 14,505 9,469 198,635

13 23,521 2,580 26,101 544 27,853 28,398 △ 2,296 196,339

14 16,931 2,017 18,949 626 29,466 30,092 △ 11,143 185,195

15 17,580 1,915 19,496 555 4,639 5,195 14,300 199,496
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事業年度
収 益 費 用 差引剰余金

(責任準備
金繰入れ)

責任準備金
残 高

（年度末）保険料 その他 計 経費 その他 計

16 12,234 6,631 18,866 501 5,359 5,860 13,005 212,502

17 11,762 6,525 18,288 473 2,932 3,405 14,882 227,384

18 11,977 5,080 17,057 462 2,902 3,365 13,692 241,077

19 12,054 6,465 18,519 509 2,815 3,325 15,194 256,271

20 12,216 5,801 18,017 596 2,805 3,402 14,615 270,886

21 12,404 6,041 18,446 535 2,804 3,340 15,105 285,992

22 12,680 3,725 16,405 628 38 667 15,738 301,731

23 12,841 3,373 16,215 619 1 621 15,594 317,325

24 13,104 3,275 16,379 520 － 520 15,859 333,184

25 13,361 2,998 16,360 512 － 512 15,847 349,032

26 13,626 4,227 17,854 663 － 663 17,190 366,222

（注）

１．平成 8事業年度から平成 14事業年度までは、一般勘定と特別勘定を合算した金額である。

２．各計数は、単位未満切捨て。



- 53 -

(資料 １１）

被保険貯金残高と責任準備金の推移
（単位：百万円、％）

事業年度

対象金融機関貯金残高 責 任 準 備 金

総貯金
①

被保険貯金
②

総貯金に対
する比率
③＝②/①

金 額
④

被保険貯金に

対する比率(%)

⑤＝④/翌年②

48 9,728,380 9,560,497 98.3 195 0.002

49 11,838,851 11,611,731 98.1 924 0.007

50 13,600,474 13,387,085 98.4 1,837 0.012

51 15,952,531 15,679,309 98.3 2,925 0.016

52 18,152,786 17,841,247 98.3 4,245 0.021

53 20,439,450 20,056,333 98.1 5,789 0.026

54 23,055,458 22,611,312 98.1 7,560 0.030

55 25,673,432 25,132,960 97.9 9,705 0.035

56 28,150,754 27,549,035 97.9 12,127 0.040

57 30,903,326 30,228,662 97.8 14,922 0.046

58 33,190,367 32,441,830 97.7 18,088 0.052

59 35,283,000 34,456,232 97.7 21,615 0.058

60 37,824,468 36,976,269 97.8 25,469 0.065

61 40,434,642 39,485,082 97.7 30,744 0.074

62 42,478,989 41,431,519 97.5 36,852 0.084

63 45,041,874 43,855,669 97.4 43,831 0.093

1 48,437,156 47,000,938 97.0 51,574 0.100

2 53,270,278 51,579,441 96.8 60,452 0.107

3 58,271,515 56,334,644 96.7 70,615 0.116

4 62,859,165 60,727,033 96.6 81,820 0.130

5 65,252,792 62,945,110 96.5 93,619 0.144

6 67,595,545 65,229,478 96.5 105,808 0.157

7 69,709,764 67,309,197 96.6 117,689 0.174

8 70,423,208 67,589,987 96.0 136,229 0.201

9 70,519,806 67,718,952 96.0 154,475 0.225

10 71,431,354 68,518,044 95.9 170,178 0.247

11 72,072,942 68,985,338 95.7 189,165 0.271

12 73,309,657 69,881,889 95.3 198,635 0.249

13 160,948,781 79,774,259 49.6 196,339 0.242

14 165,557,767 81,087,634 49.0 185,195 0.228

15 168,103,589 81,367,258 48.4 199,496 0.242

16 168,364,123 82,453,452 49.0 212,502 0.253
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事業年度

対象金融機関貯金残高 責 任 準 備 金

総貯金
①

被保険貯金
②

総貯金に対
する比率
③＝②/①

金 額
④

被保険貯金に

対する比率(%)

⑤＝④/翌年②

17 169,871,221 83,926,866 49.4 227,384 0.267

18 173,027,185 85,144,435 49.2 241,077 0.281

19 172,806,041 85,685,160 49.6 256,271 0.295

20 175,808,452 86,899,279 49.4 270,886 0.307

21 176,459,041 88,284,821 50.0 285,992 0.317

22 177,968,215 90,149,442 50.7 301,731 0.330

23 181,906,862 91,326,596 50.2 317,325 0.340

24 187,636,711 93,205,781 49.6 333,184 0.350

25 192,745,002 95,049,322 49.3 349,032 0.360

26 199,921,056 96,921,118 48.4 366,222 －

（注）１．対象金融機関貯金残高
・昭和４８事業年度から平成１３事業年度までは、各年の３月３１日の残高。
・平成１４事業年度以降は、前事業年度（４月１日から３月３１日まで）の営業日平残。
・平成１３事業年度以降、信農連、信漁連及び農林中金が制度の対象に加わった。

２．責任準備金は、各事業年度末の残高。
平成８事業年度から平成１４事業年度までの責任準備金は、一般勘定と特別勘定を合算
した金額。
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（資料 １２）

運営委員会委員、役員等一覧

平成２７年８月現在

○ 運 営 委 員 会

委員長（理 事 長） 中尾 昭弘

委 員〈五十音順〉 太田 実（全国農業協同組合中央会 常務理事）

同 奥 和登（農林中央金庫 専務理事）

同 古関 和則（全国漁業協同組合連合会 専務理事）

同 小松 勉（弁護士）

同 佐藤 正典（ＪＡ全国監査機構 監査委員長）

同 茂野 隆一（筑波大学大学院生命環境系教授）

同 髙桑 光雄（神奈川県信用農業協同組合連合会 経営管理委員会会長）

理 事 永杉 伸彦

○ 役 員

理事長 中尾 昭弘

理 事 永杉 伸彦

監 事 三和 彦幸

○ 幹部職員

総務部長 北村 信男

業務部長 冨永 二郎
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（資料 １３）

農水産業協同組合貯金保険機構組織図

平成２７年４月１日現在

（平成 26事業年度定員 18人）

（平成 27事業年度定員 18人）

運営委員会

委 員 長（理事長）

運営委員

理 事

理 事 長

監 事理 事

総 務 部

総 務 班 財 務 班 企 画 班 業 務 班

業 務 部

農水産業協同組合貯金保険機構

検 査 班



平成 27 年 8月

編集・発行／農水産業協同組合貯金保険機構

〒100－0005 東京都千代田区丸の内３－３－１ 新東京ビル９階

電話 03－3285－1270 ㈹ FAX 03－3285－1274

－1280 (財務班直通)

－1272 (企画班直通＜貯金者相談窓口＞)

－1278 (業務班直通)

－1279 (検査班直通)
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	平成26事業年度貯金保険機構年報.pdf
	平成26事業年度貯金保険機構年報.pdf
	1.表紙.pdf
	2.年報目次.pdf
	Ⅰ.はじめに.pdf
	Ⅰ.業務の概況・Ⅱ._庶務事項.pdf
	第1表・第2表.pdf
	第２章 ⅠⅡ貯金保険制度.pdf
	第２章 Ⅲ組織等.pdf


	3.中扉.pdf
	①資料1 制度の拡充・整備経過.pdf
	②資料2 26事業年度主要日誌.pdf
	③資料３.pdf
	④資料4,5.pdf
	⑤資料6(26年).pdf
	⑥資料7（H2６検証事業実績）.pdf
	⑦資料8-1,2（Ｈ26年追加版）.pdf
	⑧資料9（H26保険料）.pdf
	⑨資料10,11.pdf
	⑩資料12,13.pdf
	4.背表紙　奥付.pdf

